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令和６年第５回占冠村議会定例会会議録（第１号） 

令和６年１２月１２日（木曜日） 

 

○議事日程 

  
議長開会宣告（午前10時） 

日程第１   会議録署名議員の指名について 

日程第２   会期決定について 

日程第３  一般質問 

日程第４ 認定第１号 令和５年度占冠村一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

日程第５ 承認第１号 専決処分につき承認を求めることについて 

日程第６ 議案第１号 占冠村総合センター条例の一部を改正する条例を制定すること

について 

日程第７ 議案第２号 占冠村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

を改正する条例を制定することについて 

日程第８ 議案第３号 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正す

る条例を制定することについて 

日程第９ 議案第４号 占冠村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定す

ることについて 

日程第10 議案第５号 占冠村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例を制定することについて 

日程第11 議案第６号 占冠村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を

制定することについて 

日程第12 議案第７号 令和６年度占冠村一般会計補正予算（第６号） 

日程第13 議案第８号 令和６年度占冠村国民健康保険事業特別会計補正予算（第３

号） 

日程第14 議案第９号 令和６年度占冠村介護保険特別会計補正予算（第２号） 

日程第15 議案第10号 令和６年度占冠村簡易水道事業会計補正予算（第２号） 

日程第16 議案第11号 令和６年度占冠村公共下水道事業会計補正予算（第３号） 

 

 

○出席議員（８人） 

 議長   ８番 児 玉 眞 澄 君   副議長 １番 大 谷 元 江 君 

 ２番 木 村 一 俊 君       ３番 細 谷   誠 君 

４番 下 川 園 子 君        ５番 藤 岡 幸 次 君 

      ６番 小 林   潤 君       ７番 小 尾 雅 彦 君 
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○欠席議員（０人） 

 

○出席説明員 

（長部局）     

占 冠 村 長 田 中 正 治  副 村 長 松 永 英 敬 

総 務 課 長 三 浦 康 幸  企 画 商 工 課 長 平 岡   卓 

農 林 課 長 鈴 木 智 宏  林 業 振 興 室 長 杉 村 政 彦 

建 設 課 長 小 林 昌 弘  住 民 課 長 伊 藤 俊 幸 

福祉子育て支援課長 岡 崎 至 可  ト マ ム 支 所 長 石 坂 勝 美 

会 計 管 理 者 合 田   幸  総 務 担 当 主 幹 野 原 大 樹 

職 員 厚 生 担 当 係 長 鈴 木   隼  財 務 担 当 主 幹 橘   佳 則 

税 務 担 当 主 幹 小 瀬 敏 広  企 画 担 当 主 幹 竹 内 清 孝 

商 工 観 光 担 当 主 幹 阿 部 貴 裕  広 報 統 計 担 当 係 長 大 谷 淳 貴 

地域振興対策室主幹 松 永 真 里  農 業 担 当 主 幹 杉 岡 裕 二 

林 業 振 興 室 係 長 坂 本 龍 哉  建 築 担 当 主 幹 嵯 峨 典 子 

環 境 衛 生 担 当 主 幹 蠣 崎 純 一  下 水 道 担 当 主 幹 中 島 辰 男 

戸 籍 担 当 主 幹 細 川 明 美  戸 籍 担 当 主 幹 八 木 香 織 

国 保 医 療 担 当 係 長 久 保 璃 華  保 健 予 防 担 当 主 幹 岡 本 叔 子 

村立占冠診療所主幹 佐々木 智 猛  社 会 福 祉 担 当 係 長 川 口 晃 平 

介 護 担 当 主 幹 佐久間   敦  子 育 て 支 援 室 主 幹 森 田 梅 代 

（教育委員会）     

教 育 長 多 田 淳 史  教 育 次 長 木 村 恭 美 

社 会 教 育 担 当 主 幹 上 島 早 苗  学 校 教 育 担 当 係 長 渡 邉 舞 子 

（農業委員会）     

事 務 局 長 鈴 木 智 宏    

（選挙管理委員会）     

書 記 長 三 浦 康 幸    

（監査委員）     

監 査 委 員 木 村 英 記  監 査 委 員 下 川 園 子 

事 務 局 長 高 桑   浩    

 

○出席事務局職員 

事 務 局 長 高 桑   浩  主 査 田 中 健士郎 
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開会 午前10時00分 

 

◎開会宣言 

○議長（児玉眞澄君） 改めまして、皆さん

おはようございます。 

本日はよろしくお願いいたします。 

ただいまの出席議員は８名です。定足数に

達しておりますので、これから令和６年第５

回占冠村議会定例会を開会します。 

この際、当面の日程等について議会運営委

員会の報告を求めます。 

議会運営委員長、細谷誠議員。 

○議会運営委員長（細谷誠君） おはようご

ざいます。11月28日及び12月４日に開催しま

した議会運営委員会のご報告を申し上げます。 

今期定例会における会期は、本日12月12日

から12月13日までの２日間といたします。 

議事日程、日割りについては、あらかじめ

お手元に配布したとおりです。 

以上で報告を終わります。 

 

◎開議宣告 

○議長（児玉眞澄君） これから、本日の会

議を開きます。 

 

◎議事日程 

○議長（児玉眞澄君） 本日の議事日程は、

あらかじめ、お手元に配布したとおりです。 

 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（児玉眞澄君） 日程第１、会議録署

名議員の指名を行います。 

 今期定例会の会議録署名議員は、会議規則

第124条の規定により議長において、３番、

細谷誠議員、４番、下川園子議員を指名しま

す。 

 

◎日程第２ 会期決定について 

○議長（児玉眞澄君） 日程第２、会期の決

定の件を議題とします。 

 お諮りします。 

本定例会の会期は、ただいまの議会運営委

員長からの報告のとおり本日から12月13日ま

での２日間としたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本定例会の会期は、本日から

12月13日までの２日間と決定しました。 

 

◎議長諸般報告 

○議長（児玉眞澄君） これから諸般の報告

を行います。事務局長。 

○事務局長（高桑浩君） 審議資料の１ペー

ジをお願いいたします。 

今期定例会に付議された案件は、認定第１

号から議案第11号までの13件です。 

説明のため出席を要求したところ通知のあ

った者の職及び氏名は、村長以下２ページに

かけて記載のとおりです。 

令和６年第４回占冠村議会定例会以降の議

員の動向は、９月18日、第４回占冠村定例会

から３ページにかけて記載のとおりです。 

11ページをお開きください。11ページから

12ページは、令和６年度令和６年８月分の例

月出納検査結果です。 

13ページから14ページは、令和６年度令和

６年９月分の例月出納検査結果です。 

15ページから16ページは、令和６年度令和

６年10月分の例月出納検査結果です。 

以上でございます。 

○議長（児玉眞澄君） 次に議長に提出され

た総務産業常任委員会の報告書について説明

を求めます。総務産業常任委員長、小林潤議
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員。 

○総務産業常任委員長（小林潤君） おはよ

うございます。 

それでは、所管事務調査に関する調査報告

を行います。 

令和６年12月12日、占冠村議会議長、児玉

眞澄様。占冠村議会総務産業常任委員会、委

員長、小林潤。 

所管事務調査に関する調査報告について。

このことについて、次のとおり所管事務調査

を実施したので報告する。 

１、調査期日、令和６年10月７日 月曜日。 

２、調査事項（１）占冠中学校屋外排水設

備修繕状況等調査。 

（２）村営プール（中央）配管修繕状況等

調査。 

（３）道の駅建物明渡し後の状況等調査。 

（４）林道鬼峠線災害復旧及び維持管理状

況等調査。 

３、調査経過でございます。 

調査に当たっては、村長、副村長、教育長

及び各担当者の同行により、現地説明及び各

種書類を確認し実施しました。 

内容でございます。 

（１）占冠中学校屋外排水施設修繕状況等

調査でございます。 

占冠中学校の手洗い場及びトイレの詰まり、

悪臭等により、生徒の学習環境に支障をきた

していることから、環境衛生の改善をさぐる

べく、夏季休業中に屋外排水施設の修繕が行

われたため、現地にて修繕状況の説明を受け

ました。 

事前に行なった配管内部のカメラ調査によ

り、石鹸カスや汚物等による配管の閉塞及び

破損が確認され、既設配管、桝等の一部につ

いて早急な更新が求められたために、専決処

分による予算補正を経て速やかな措置が講じ

られ、修繕により概ね改善が図られたものと

認める。 

しかし、当該施設は指定緊急避難所に指定

され、有事の際は多くの村民の利用が見込ま

れることから、かねてよりトイレ全体に係る

改修の必要性が指摘されているところであり

ます。 

事業には多額の財政出動が見込まれるもの

の、主要な指定緊急避難所であることに鑑み、

年次計画による計画的かつ早期の整備を求め

るものである。 

（２）村営プール（中央）配管修繕状況等

調査。 

中央プールのろ過機及び配管の不備により、

１か月強もの長期にわたる休館により修繕が

行われたため、現地にて修繕状況の説明及び

今後の方向性等について説明を受けた。 

経過としては、６月26日のオープン前点検

にてろ過機ポンプの異常が発見されたことか

ら、新たなポンプを設置した上で、７月２日

に開設するも水圧が正常値まで上昇せず、プ

ールの水位低下も見られたことから給水配管

の破損が疑われ、７月４日より休館とした。 

既存給水管が埋設されていることから、掘

り起こしにかかる費用や今後の維持管理等も

考慮し地上配管により給水管を更新したとこ

ろ、水位低下の緩和が認められたことから、

８月13日に再開した。 

しかし再開後も日５センチ程度の水位低下

が継続していることから、排水配管にも損傷

があるものと推測され、次年度において排水

配管の更新を予定しているとの説明があった。 

村民の憩いの場、健康増進の場として必要

不可欠な施設であることから、次年度の開設

時期までに修繕を完了するよう計画的な対応

を求めるとともに、トマムプールも含めた日

常的な点検調査、メンテナンスを徹底するよ
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う求めるものである。 

（３）道の駅建物明渡し後の状況等調査。 

有限会社大阪屋相手方とする建物明渡し請

求訴訟が終了し、被告による建物明渡しが完

了したことから、現地にて建物の現状確認を

行うとともに、今後の利活用に向けた方策等

について説明を受けた。 

建物については、天井の一部に汚れが残存

していることに加え、全体的に臭気が残って

いる状態ではあったが、必要最低限の清掃、

修繕を行なった上で明渡しを受けたことが確

認された。 

今後の利活用については、飲食可能なフリ

ースペース、キッズスペース等に転換すべく、

12月定例会にて改修費用に係る予算補正を上

程したい旨の説明があった。 

手狭な施設にあって、休憩可能なフリース

ペース、キッズスペース等の充実の必要性は

理解するが、当該跡地はもとより、道の駅全

体について多種多様なニーズが顕在している

ものと考える。ついては、今後における道の

駅全体の方向性や構想などについて長期的視

点に立ち、行政、指定管理者、既存入店者の

ほか、必要に応じ第三者も交えた検討会議を

設けるなど、関係者間による十分な議論によ

り取り進められるよう求めるものである。 

（４）林道鬼峠線災害復旧及び維持管理状

況等調査。 

令和４年８月に大雨により被災した林道鬼

峠線の災害復旧状況及び同路線における維持

管理状況等について、現地にて説明を受けた。 

令和４年８月15日の断続的な降雨により、

24メートル区間にわたり約70センチの路盤崩

落が発生したため、翌年、国の災害復旧事業

の採択を受け災害復旧工事を行なったが、現

地確認により適正に施工復旧されていること

を確認した。 

また、本年度に実施した修繕、木製路面排

水路肩土留めについても現地を確認し、適正

に処理されていることを認めた。 

地球環境の異常気象により全国的に過去に

例のない大雨災害に見舞われているが、日常

的な施設点検や維持管理、メンテナンスが大

雨被害を最小限に食い止める唯一の方法であ

り、引き続き限られた財源の中で計画的に取

り組まれるよう求めるものである。 

５、調査の継続。 

総務産業常任委員会での調査結果は上記の

とおりであるが、今後も引き続き調査を行う

ものと決定した。 

以上でございます。 

○議長（児玉眞澄君） これで諸般の報告を

終わります。 

 

◎村長行政報告 

○議長（児玉眞澄君） ここで村長から行政

報告のための発言を求められておりますので、

その発言を許可します。村長、田中正治君。 

○村長（田中正治君） 議長のお許しがあり

ましたので、行政報告をいたします。 

審議資料４ページになります。 

１、報告事項でありますが、本日配付の資

料をご覧ください。 

（１）住民懇談会の開催について。 

10月17日から10月25日の間において開催し

ました住民懇談会についてご報告いたします。 

村内６会場、合計31名の皆様に参加をいた

だいた今年度の懇談会では、各地区共通の話

題として、道東自動車道四車線化の進捗状況

について、地域公共交通について、ごみの関

係について、宿泊税の導入について、ヒグマ

についての説明を行なってまいりました。 

また、個別の話題として、トマム地区にお

いて公衆トイレの撤去について、双珠別地区
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では野生鳥獣対策について、占冠地区におい

てはメープルシロップ施設建設について説明

したほか、全村的各地区特有の話題について

も意見交換することができました。 

住民懇談会は、住民の皆様と膝を交えて、

地域の課題や将来の在り方について意見交換

ができる貴重な機会であることから、私も重

要な取組みと考えております。 

今回いただいた御質問や、普段なかなか気

が付くことができない地域特有の課題、各種

の要望について、すぐに改善できるものは速

やかに対応し、予算措置が必要なものについ

ては、新年度予算に計上するなど、より良い

村づくりのための施策につなげてまいります。   

２、主な用務等でございますが、９月18日

令和６年第４回占冠村議会定例会以降の行動

につきましては、７ページまで記載のとおり

であります。 

次に７ページの３、入札につきましては、

記載のとおり、７件を執行しております。 

以上、行政報告を終わらせていただきます。 

○議長（児玉眞澄君） これで村長の行政報

告は終わりました。 

ここで暫時休憩いたします。 

休憩 午前10時20分 

再開 午前10時29分 

清流大学学生の皆さん、おはようございま

す。 

恒例の傍聴をいただきまして、本日は大変

ありがとうございます。 

これより各議員による一般質問を行います

ので、御清聴頂きますようよろしくお願いい

たします。 

休憩前に引き続き会議を開きます。議事を

続けます。 

 

◎日程第３ 一般質問 

○議長（児玉眞澄君） 日程第３、これから

一般質問を行います。質問の通告があります

ので、順次発言を許可します。 

なお、本定例会より、会議規則の改正に伴

いまして各議員の持ち時間は60分となります

ので、御留意いただくようよろしくお願いい

たします。初めに２番、木村一俊議員。 

○２番（木村一俊君） 発言のお許しを頂き

ましたので何点か質問いたしたいと思います。 

12月の広報によりますと、10月末、住民基

本台帳登録数は、1,390人ということで、い

つまでも住民がこの村で暮らし続けていける

ような施策が求められております。 

まず、外国人対応についてお尋ねいたしま

す。 

村の人口構成において、外国人の方が占め

る割合が大きくなっています。少子高齢化の

傾向では、さらなる増加も考えられておりま

す。それにつれ、村の令和５年度決算に見ら

れたように、税や保険料での不納決算額への

関与で、村政への影響も散見されるようにな

りました。 

外国人は法令または条例の規定により、禁

止される場合を除き私権を共有すると、民法

３条２項にあるように、その対応には、国際

法や法律や、出身国の制度、言語、風俗、風

習等の知見を含む専門的知識が求められます。 

多国籍の外国人に対し、日本語教室や生活

相談等を含み、利便性を持つワンストップ窓

口で対応する専門職員の育成や、思い切った

外国人採用も考慮する時期にあると考えます

が、村長の考えを伺いたいと思います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 木村議員の御質問に

お答えをいたします。 

本村における外国人対応の御質問でござい

ますが、各国からの外国人比率を見てみます
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と、平成25年度末は４パーセントでありまし

たが、平成30年度末に22パーセント、令和５

年度末では32パーセントと大きく伸びており

まして、平成29年にクラブメット北海道トマ

ムがオープンしたことによる、外国人従業員

の増加が要因であります。 

令和６年９月末の状況を見ますと、45か国

385人の外国人の方が長短ではございますけ

れども占冠村で生活をしており、冬期に比率

が増す状況が続いております。 

私も外国人対応については必要性を感じて

いるところでありますが、９月に外国人向け

のごみ分別方法講習会を開催したほか、11月

には公益社団法人北海道国際交流協力総合セ

ンターと連携し、北海道外国人相談センター

移動相談会をトマムコミュニティセンターで

開催してきたところであります。 

また、当日参加できなかった訪問村在住の

外国人の方々からの相談も数件あったとのこ

とでございました。 

外国人に対する役場の窓口業務につきまし

ては、自動翻訳機等を活用し、外国語の得意

不得意にかかわらず対応しているほか、外国

人対応に支障をきたしている地方公共団体の

行政窓口を種々支援するためにスタートしま

した、二者間通訳サービス事業を登録し、支

援を受けながら対応をしているところです。 

また、北海道外国人相談センターのチラシ

を窓口に備え付け、在留資格、労働問題、健

康保険、年金、税金、運転免許、教育、結婚

離婚など、生活の困り事について北海道外国

人相談センターにお繋ぎをする体制を整えて

いるところです。 

非常に高度で広範な知見を持つ専門職員を

配置することは、現状難しいと考えておりま

すが、北海道国際交流協力総合センターから

も外国人住民がどのようなニーズ、困り事を

抱えているか把握することは非常に難しいが、

多文化共生や災害時の外国人支援などの協力

を行えるとのお話も頂いておりまして、外国

人とのコミュニケーションツールや、支援機

関等を最大限活用しながら対応してまいりた

いと思っております。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 木村議員。 

○２番（木村一俊君） いずれにしても、昔

から見たら考えられないぐらい、占冠村も国

際的になってきていますので対応をよろしく

お願いいたします。 

次にトマムに駐在所というテーマで、一応

外国人の増加にも関連するのですが、大多数

の方はトマムに住んでいます。今では、トマ

ムのほうが中央より人口が多い状況です。 

住民の安心安全を考えれば、今駐在所の設

置が望まれていることは理解できるところで

あります。 

この件に関しましては、かつて議会の一般

質問において度々提示され、機会あるごとに

要望していく、要望していると村長の答弁が

繰り返されてきたところですが、残念ながら

いまだ実現しておりません。 

トマムにおける駐在所の必要性についての

認識について、村長はどう考えておられるの

か伺いたいと思います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） トマム地区への駐在

所の設置に関しての御質問ですが、北海道代

表する観光地でもあるトマム地区の治安を維

持し、地域住民及びインバウンドを初めとす

る観光客の安心安全を確保することは、北海

道全体の観光振興を図るためにも必要不可欠

であるとの考え方から、これまで幾度も北海

道知事、上川総合振興局長、北海道警察本部

長、北海道警察旭川方面本部長、北海道警察

旭川方面富良野警察署長に対し要望書を提出
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するほか、国会議員との意見交換も行なって

まいりました。 

また、今年になりますが、７月に開催され

た上川地域政策懇談会において、上川地域選

出の道議会議員に対しトマム地区の駐在所誘

致について要望してまいりました。その後、

上川地域選出の道議会議員三者に対して、こ

の間の要望活動等の資料を提出し、９月下旬

と聞いておりますが、この３名の方による北

海道警察本部長への要望活動につながってい

るところです。 

その後、占冠駐在所より、今年の冬季間ト

マム地区において試験的に職員の配置を検討

しているとの連絡がありまして、具体的には

平日２週に１回程度トマムコミュニティセン

ター内に事務所として勤務する準備を進める

とのことで、職員については占冠駐在所、落

合駐在所からの派遣を考えているとのことで

ございました。 

これまでなかなか実現できなかった駐在所

誘致に向けた大きな一歩であるととらえてい

るところであります。駐在所は地域の安心安

全のために欠かせない資本であり、取締り等

にとどまらず、駐在所が所在すること自体に

よる犯罪や交通違反に対する抑止的効果も非

常に大きいものがあります。 

トマム地区の住民にとって駐在所の設置は

悲願とするところであり、その思いは私も同

様であります。 

駐在所の設置に向けてさらに一歩進めるた

め、どのような取組が有効なのか、道議会議

員の支援も受けながら検討し、昨今の情勢な

ど訴えながら誘致につなげてまいりたいと考

えております。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 木村議員。 

○２番（木村一俊君） トマムのある住民か

ら駐在所を設置するための土地を寄附してい

ただいたということを聞いております。最近

その身内の方から、駐在所のために寄附した

土地はどうなったと度々聞かれて困っており

ます。 

現在は花壇というか、案内版が築かれてい

るのですが、あくまでも駐在所のための土地

ということで流用ということに当たるのでは

ないかと思うのですが、駐在所でなくてほか

の用途に使われていることに対して、村長ど

う考えているのか伺いたいと思います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 駐在所用地につきま

しては、木村議員言われるとおり地域住民の

方から村へ駐在所を建設のために、寄附を受

けたものでございます。 

要望書の中には必ずこの住民の意思、寄附

を受けた土地があるからこれを使って駐在所

を建設してほしいという文言を口頭で申し上

げていますので、流用しているつもりはあり

ません。 

それから、駐在所が建つまでの間荒れ地の

ままにするわけにはいかないため、地域の方

とも合意の上、景観美化の観点から花などの

植栽等を行なっているものでありまして、ト

マム町内会の住民活動に支援を行いながら整

備をしているところでございます。 

そういった状況でありますので、ご理解の

ほどよろしくお願いをいたします。 

○議長（児玉眞澄君） 木村議員。 

○２番（木村一俊君） 今こそトマムに駐在

所の設置が求められる時期というのはないと

思われます。設置にもうちょっと時間が掛か

るということで、やっぱり寄附された土地に

ある花壇や案内板は撤去しまして、先ほど冬

の間、お巡りさんがトマム支所で休んだりす

るという話があったんですけども、やはり寄

附された土地に、警らだとか巡回のときに立
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ち寄れる立ち寄りボックスだとか、防犯相談

所的なものを建設したりして、少しでも住民

の安定を図るということができないのかどう

かということをお尋ねすると同時に、やはり

今、駐在所を作る、求める本当の時期だと思

うので、今一度、村長だけでなくて、議会だ

とか住民一体となって誘致を求める動き、そ

れを進めていってほしいと思うのですが、村

長のお考えをもう１回お聞きいたしたいと思

います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 現状の用地につきま

しては、地域美化ということで地域の皆さん

の御協力を頂いて花壇整備をしているもので、

この目的を達成する間放置をできないという

ところで実施をしているものですから、そう

いったものは理解していただきたい。 

ほかに、その用地を使って警察の立寄所的

なお話ありましたけれども、これはあくまで

警察が警察のルールに則って設置するもので

すから、村がそういったものを設置すること

ができるかできないのか、ちょっと法的なこ

とは分かりませんけども、まずは警察に考え

てもらうということなのかなというふうに思

います。 

地域運動として設置を行う、議会住民含め

てこれは可能だと思っております。そういっ

た状況が生まれれば、ぜひやりたいものだな

というふうに思いますけれども、現状におい

て、村としてこの要望活動を続けているとい

うことで御理解いただければいいかなと思い

ます。よろしくお願いします。 

○議長（児玉眞澄君） 木村議員。 

○２番（木村一俊君） よろしくお願いされ

たので一緒に頑張りたいと思っていますけど

も、次のテーマで、地域移行地域公共交通の

問題点ということで、現在の村の交通体系を

見ればＪＲあり、村営バスあり、タクシー、

むらびと交通あり、社協の公共交通空白地有

償交通あり、最近ではトマムにおける南富良

野町営バスありといろいろありますが、それ

ぞれに問題点を抱えております。 

例えば、ＪＲについて言えば、乗車券が高

い、チケット乗車券の販売体制、そして昨日

で新聞に出ていましたけど、特急おおぞらの

停車に関する記事が載っていましたけど、今

止まっている汽車も占冠駅にとって停車しな

くなった場合はどういうふうになるのか。そ

れから、村営バスにおいては運転手不足の問

題、今日高から３人も運転手さんいらして、

占冠住んでないということで、やっぱり運転

手さんの不足というのは大変な問題だと思い

ます。 

それから、村民の富良野市内での乗車乗降

問題、それから、公共交通空白地有償交通に

おいては、これはライドシェアの一形態と考

えられていますけども、あくまで利用は障が

いや介護認定された方に限定されるというこ

ととか、むらびと交通との兼ね合い、若干料

金体系がむらびと交通のほうが安いので利用

しやすくなっていると思うんですけども、あ

と幾寅町営バスにおいては、村営バスとの料

金体系の違い、そしてハイヤーについては営

業エリアがトマム地区での利用を網羅できて

いないということ等々あげられます。 

唯一むらびと交通については、最近やっと

認知度、利用度が上がり、その優位性が理解

されつつあり、それにつれ利用しづらくなっ

ておりますが、私は村の規模に合った利便性、

経済性に富む制度として、ほかの市町村に誇

れるシステムだと私は大きく評価しておりま

すけども、このような現況にある村の公共交

通に関して、村長の総体的な認識、評価につ

いてどういうふうに思っていらっしゃるのか
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伺いたいと思います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

（「今の質問は通告外の質問になります」 

の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 通告外の質問になり

ますので、木村議員。 

○２番（木村一俊君） 村の交通、今の現況

をどう考えているのか、それは村長の考えが

あるかなと思うんですけども、ないですか。 

（「質問はないの」の声あり） 

次行きます。10月に議会は行政視察で宗谷

管内中頓別町のライドシェアを見聞してきま

した。 

ライドシェアというのは簡単に言うと、合

法的な白タク行為でして、限定ライドシェア

として全国的な交通移動需要増への対応とし

て国が認めた制度でして、今回の視察の際に

向こうの担当より、占冠でも潜在的な移動ニ

ーズを満たす可能性があるので、自家用車の

活用を進めてはどうかという提案を受け、そ

の際具体的な選択肢として、３点ほど提示さ

れたわけなのですけども、１点目が日本版ラ

イドシェアとしての自家用有償旅客運送とい

うことで、これは村での応用例を考えますと、

現存のハイヤー会社を運営母体として、限定

ライドシェアを展開していくということだと

思うのです。 

それから２点目が、自治体ライドシェアと

しての自家用有償旅客運送、これは村が主体

となって、道路運送法の78条、79条に規定さ

れているようなライドシェアを展開していけ

ということ、そして最後に、中頓別町でやっ

ているような、許可や登録を要しない運送と

いうことで、結局これはボランティアを募集

して無償の運行サービスの展開を図っている

わけですが、こういったような方法はどうか

ということで、ライドシェアの利用をうちの

村ではどうかということで提案されたわけな

んですが、村長はどういうふうに考えている

のか伺いたいと思います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） ライドシェアについ

ての御質問であります。 

ライドシェアは2024年４月から解禁されま

して、都市部や観光地でのタクシー不足を解

消するだけでなく、地域での交通弱者にとっ

ても有益なサービスになると思っています。 

しかし一方で、運行管理や車両整備等につ

いて責任を負う主体を置かないままに、自家

用車の一般ドライバーのみが運行責任を負う

形態を前提としたライドシェアは、安全性の

確保、利用者の保護等の課題が指摘されてい

ます。 

また、利用者の少ない過疎地では、需要過

小のための機能しないおそれがあると課題が

多いと認識しております。 

利便性の向上を期待する一方で、安全面を

懸念する声もあることから、導入の際には、

利用者が安心して利用できる仕組みづくりが

不可欠だと考えております。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 木村議員。 

○２番（木村一俊君） 先日も中学生とのコ

ミュニティスクール議会がありまして、トマ

ムスキー場に行くときの足の確保についての

質問がありまして、やはり結構トマム地区で

は公共交通がちょっと不十分だと思うので、

このライドシェア、問題点はいろいろと村長

今言われたようにあるんですけども、やはり

今、考えていったほうがいいのかなと思うの

ですが、それについてもう１回考えを伺いた

いと思います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 最初に御答弁申し上

げたとおり、その有効性についてはやり方次
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第ではいいのかなという理解でいますけれど

も、なかなか他の地域を見たときに、そうい

った自家用車で運行をしながらボランティア

に頼る的な、そういう実態であってはならな

いと思っています。 

やはりしっかり安全性、それから交通ルー

ル含めて、しっかりした条件を確立してから

の運行なのかなというふうに思っています。

以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 木村議員。 

○２番（木村一俊君） うちはハイヤー会社

があるので、都会で行われている日本版ライ

ドシェアですか、やっぱりハイヤー会社を運

営主体として使ってライドシェア展開してい

くっていう方法もうちはできるので、そうい

う方法で住民の足の便をさらに、いいほうだ

と思うんですけど、うちの村は、もっと利便

性を高めていくっていうこともあってもいい

のかなと思います。この問題はこれで終わり

まして、最後のテーマで質問したいと思いま

す。 

10月24日、25日と、議会は宗谷管内中頓別

町、上川管内音威子府村における介護福祉施

設を行政視察してきました。 

人口約1,500人の中頓別町では、30床の養

護ホーム、50床の特養、そして介護医療院の

開設により介護に関する福祉、医療サービス

が総合的、一体的に提供されるシステムで終

末期まで安心して住み慣れた地域で過ごして

いくという、まさに対の住み処づくりともい

うべき、それも行政直営での施策を見聞して

きました。 

そして、人口619人の音威子府村では19床

のベッドを持つ診療所に隣接し、デイサービ

スや訪問介護サービスを提供する事業所や、

地域のコミュニティスペースを含む複合施設

の中に、14部屋のサービス付き高齢者住宅、

通称サ高住ですが、これを併設し、住み処と

していく施策を見てきました。 

最近の新聞報道でも、世帯主が65歳以上の

高齢世帯のうち、ひとり暮らしの割合が北海

道内では2050年に46.2パーセントに達すると

書かれていましたけども、独居の高齢者は増

え続けています。 

いつまでもこの村で暮らし続けるための対

策、対応を考えていかなければならないと思

うのですが、村長の考えを伺いたいと思いま

す。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 介護施設等の対応に

ついてでありますが、本村においては、住み

慣れた地域で安心して暮らすことができる仕

組みづくりを基本目標として、以前設置して

いたデイサービスセンターや訪問介護事業所

を廃止して、平成27年度より小規模多機能型

居宅介護施設とま～るを整備し、地域密着型

サービスへと移行し、通い、訪問サービスや

宿泊等を充実させ、住み慣れた自宅でできる

だけ長く過ごせるように、また少しでも健康

寿命を延ばすための介護予防に力を入れてい

く事業展開をしているところであります。 

村の今後の考えとしても、新たな福祉施設

を運営する方向ではなく、小規模多機能型居

宅介護施設を中心とした介護福祉サービスの

運営維持に加え、在宅で長く暮らすために自

分でできること、お互いに協力できることを

一人一人が考えて実践していけるような関わ

りを行なっていくことが重要であるというふ

うに考えています。 

ただ、全国的に介護人材が不足している中、

占冠村についても例外ではなく、現在の運営

についても慢性的な人員不足でありまして、

今後の新たな事業展開については、人的要因、

経済的要因を鑑み、現状のサービスを維持す
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ることが最大目標であるというふうに考えて

おります。 

○議長（児玉眞澄君） 木村議員。 

○２番（木村一俊君） 介護保険制度が始ま

って25年ぐらいになるわけですけども、介護

保険というのは、もともと要介護になっても

できる限り自宅で自立した日常生活を営める

ように、本当に必要な介護サービスを総合的、

一体的に提供していこうというのが介護保険

の趣旨ということでありまして、この在宅生

活を支えていくっていうのは訪問介護サービ

ス、これが一番基本的なサービスになるんじ

ゃないかなと思っているわけです。 

村長言われたように、うちの村では小規模

多機能介護サービスにつなぐための登録がな

かったら、村の訪問介護サービスというのは

受けられないわけなんです。訪問介護サービ

スは今、報酬が下げられて儲からないから大

変だということで潰れているとこがたくさん

あるんですけど、やっぱりこの訪問介護がき

ちんとしていかないと、自分の家で暮らし続

けることはすごく難しいことでないかなと思

うんですよね。 

やはりこの事業体をどのようにつくってい

くか、あるいはできないんだったら地域の町

内会による互助サービス、互助システム、お

互いの助け合いということで、やはり資格が

あるとかないとかにこだわらない、介護保険

から逸脱したシステムでお互いに助けていく

ことができないか、それが本当の地域密着サ

ービスじゃないかなと僕は考えるわけなんで

すけども、その辺のことを村長がどう考える

か、それを尋ねまして、本日私の質問は終わ

りたいと思っております。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 議員の言われる、在

宅介護における様々な取組、やはりできるこ

とは取り入れながらやっていくというのがい

いんだろうと思います。 

現状、在宅サービスについて村内でやられ

ていると思われています状況を調べましたら、

とま～るにおいては泊りを中心とした地域密

着型サービス、それからホームヘルパー的な

ものも可能ということになっているようであ

ります。 

それから在宅福祉サービスで、配食サービ

スあるいは除雪サービス、むらびと交通含め

た公共交通空白地有償運送サービスというの

がやられております。 

それから環境整備として、住宅改善、それ

から浴室、トイレ、階段解消などのサービス

がございます。 

それからボランティア的には、ファミリー

サポートがやっている独居高齢者宅の見守り、

それから草刈りや送迎などのボランティア、

あるいは公的には、訪問看護においては訪問

看護ステーション、老健ふらのの隔週１回程

度ですけれども訪問看護がされている。 

それと訪問リハビリについては、ふらの西

病院、老健ふらのの御協力をいただいて隔週

１回程度の実施があると聞いております。 

それから、高齢者緊急通報システム、現在

11件が利用されておりますけれども、それら

の安否確認も行なっているという状況になり

ます。 

ふれあい昼食会、これもボランティアにな

るのでしょうか、社協事業として年４回の独

居高齢者を対象にした、そういったふれあい

昼食会等も実施されているということで、地

域の皆さん方の御協力で、ボランティアも含

めて様々な介護支援をしていくということで、

議員言われるとおりほかにももっとやれるこ

とはあるんじゃないかということは、また利

用ニーズも含めて検討しながら、できるだけ
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でサービスを拡充していくということで進め

てまいりたいと思っております。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） これで、２番、木村

一俊議員の一般質問を終わります。 

一般質問中ですが、ここで、11時20分まで休

憩します。 

休憩 午前11時09分 

再開 午前11時20分 

○議長（児玉眞澄君） 休憩前に引き続き会

議を開きます。 

一般質問を続けます。続いて、７番、小尾

雅彦議員。 

○７番（小尾雅彦君） 議長のお許しがあり

ましたので、一般質問をさせていただきます。 

最初に、ちょっと立ち入った話で恐縮です

けど、村職員の処遇についてということで、

村の職員の任命ですとか、人事異動は村長の

専権事項ですが、専門性の高い職種について

は、通常の人事異動とは相違した取り扱いが

要されると思われます。 

経験年数を踏まえた上での、従前から対応

はされていると思いますが、今後、村長の政

策の実現ですとか村政の執行方針の達成のた

めにも、ベテランの職員育成が要されると思

いますので、村長の考えを伺いたいと思いま

す。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 小尾議員の御質問に

お答えをいたします。 

昨今の専門性の高い職種の採用が本村のみ

ならず、多くの自治体で課題となっている中、

有資格者による行政サービスの提供など、よ

り高度な行政サービスが求められている現状

にあります。 

業務量の増加や業務の複雑化などもあり、

職員には御苦労をおかけしておりますが、学

習、研修、実践等によりスキルアップを図り

ながら対応いただいているところです。 

限られた人材の中ではありますが、人材の

育成は今後より重要性が増してくると考えて

おりますので、専門性の高い職種は後継者を

育成しながら政策を進めてまいりたいと考え

ております。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 小尾議員。 

○７番（小尾雅彦君） 私も従前職員だった

ので大変言いづらいのですが、こういう村長

が危惧されている専門性の高い職種について

は、やはり異動の年数の周期といいますか、

短期間で異動してしまうとせっかく覚えても

それを生かされないまま次の職種へというこ

とで、いろんなところを経験するのは悪いこ

とではないとは思うんですけども、やはり求

められている住民の要望に応えていくために

は、そういう専門性っていうのが追求されま

すので、十分、今後の異動案件についても、

考慮していただきたいなということの思いで

あります。 

村長の考えですので、再質問するのはタブ

ーだと思いますので、次の質問に移ります。 

○議長（児玉眞澄君） 小尾議員、質問です

から質問してください。 

○７番（小尾雅彦君） 立ち入らない範囲で

よろしくお願いします。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） ただいまの異動に関

わっての取扱いでございますが、専門職にあ

ってはそれを専門としてやっていただくとい

うのを基本として、資格取得も含めて職務の

中で取っていただいている方々もいらっしゃ

います。 

それから一般職で、技術職に配属になった

方はやはり異動があるということもあります

けれども、できれば専門職を採用したいとい

うのが基本的な考え方ですけども、なかなか
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そこがうまくいかないということで、人事異

動でやるしかないんだろうということであり

ますけども、現状では専門職についてはあま

り異動をさせないというのは基本的な考え方

です。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） ７番、小尾雅彦議員。 

○７番（小尾雅彦君） 次の質問です。 

来年度におけるヒグマの対処で、市街地の

出没案件です。 

新聞報道にありますとおり、砂川市におい

て、市街地に出没したヒグマの対処事案につ

いて対応した猟友会の支部長さんが、捕獲対

処後に公安委員会から猟銃の所持資格の取消

処分を受けて、現在二審敗訴の審議が継続さ

れています。 

先般、北海道猟友会が当事者に責任を押し

つけたことから、道内の各支部に対して自治

体や警察との連携が不十分な場合は、自治体

からの駆除要請を拒否するよう通知するとの

報道がありました。 

一応村には鳥獣専門員が配置されておりま

すので、今年の出没訓練でも警察との連携と

いうことで猟友会も含めての対応の訓練が実

施されておりますが、やはり緊急事案として

１人で市街地出没対応には危険が伴うという

ことで、今後も地元の猟友会との応援対処が

求められると思いますが、村長の考えを伺い

たいと思います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） ヒグマへの対応に当

たりましては、必要な人手を現場に充てるた

め、本村では地元猟友会に丸投げではなく、

野生鳥獣専門員を核に村が主体的に動くため

の体制を作っています。 

したがって、関係性としては、猟友会の占

冠部会と占冠村は、猟区監視等委託業務契約

を締結して、その中で有害駆除をはじめとす

る巡視活動や、さらには様々な協力活動を通

じて、捕獲従事者の皆様の資質向上と活動環

境の整備がなされるようあらかじめ約束をい

ただいているところです。 

村在住のハンターの皆さんは地元猟友会に

も所属していますが、村は毎年度、個々人に

対して資格要件と協力の意思を確認し、お一

人おひとりが自覚と責任を持って村の捕獲従

事者チーム及び自治体に加わっていただいて

おります。 

突発的に発生するヒグマ事案においては、

応答可能な人数は限られますが、初動や最低

限の措置は野生鳥獣専門員を使って村独力で

行うため、協力いただく皆様に過度な負担を

かけることなく実施しますし、皆様には臨時

職員の身分保障のもとで報酬や災害補償を確

保するとともに、野生鳥獣専門員が作業の安

全性、適合性を説明し効果的な作業となるよ

う指導統制を行うなど、安心して活動できる

環境をさらに作ってまいります。 

また、各種講習や訓練などを催し、全体の

対応能力を高めてまいります。 

村職員が先頭に立つことにより、ハンター

を初めとする村民全体でヒグマに対処してい

く、そのような地域の姿を目指してまいりた

いと考えております。 

○議長（児玉眞澄君） 小尾議員。 

○７番（小尾雅彦君） これまでの活動を私

も見ていると、やはり自治体のそういう専門

体制があるので、良好な連携が取れているの

ではないのかと思っております。ただ、年間

通しての有害駆除活動と、市街地出没のケー

スはやはり今度警察が入ってくるということ

で、本当に綿密な連携がないことには、やは

り砂川の事案っていうのがないとも限らない

と思っております。 

やはりうちの村の体制の専門員の在住が、
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他の自治体からも先進地の事例として高く評

価されておりますので、今後においても、国

の指定管理鳥獣の追加から、保護から管理と

いうことで政策転換されますので、やはり今

までどおりの捕獲体制とは相違しますので、

その辺の内容について、今後においての取組

とはなるんですけど、村の体制は現状で維持

する上でさらにということで、村長の考えを

伺いたいと思います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 市街地出没に当たっ

てのヒグマ対応ということで、議員も御承知

のように、本年地元猟友会はじめ警察署、そ

れから消防署含めて、模擬訓練をさせていた

だきました。その中で、警察の関与に当たっ

て、富良野警察署から占冠に来る時間が掛か

り過ぎるということで、地元駐在所にその権

利を一任するというようなことで進めようと

いうことですので、即効性も上がりますし、

各関係機関、訓練することによって自分たち

の役割も含めて、しっかり理解をしていくん

だろうということで、定期的な訓練も含めて、

今後もよりよい方向でそういった対応ができ

るよう努めてまいりたいというふうに考えて

おります。 

○議長（児玉眞澄君） 小尾議員。 

○７番（小尾雅彦君） ２点目では、先般６

月定例会一般質問で林業振興室の鳥獣専門員

の業務が多忙を極めている現状を受けて、従

前までの２人体制に戻したい旨の村長の答弁

がありました。その後の職員採用の取組に進

展があったかどうかを伺いたいと思います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 体制整備についての

御質問であります。 

村と地域総合交流に関する協定を締結し、

特に野生鳥獣対策で御支援をいただいており

ます酪農学園大学へ担当する職員を派遣し、

当村が望む野生鳥獣専門員として必要な人物

像などを説明し、在校生及びＯＧ、ＯＢへの

周知等の協力を要請しております。 

大学からは、酪農学園大学の野生動物学の

育成する人材とマッチしているので協力をす

る、あるいは新卒よりも社会を知り覚悟を持

った卒業生のほうが適しているのではなど、

好意的な発言をいただきましたので、引き続

き連携して人材の確保に努めてまいります。

以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 小尾議員。 

○７番（小尾雅彦君） 村長のほうでも今現

在動いて進行形だということで、来年の４月

採用に向けてということの取組になるのでし

ょうか。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 村の希望としては、

４月採用でお願いしたいということで考えて

おります。 

○議長（児玉眞澄君） これで７番、小尾雅

彦議員の一般質問を終わります。 

続いて４番、下川園子議員。 

○４番（下川園子君） 外国人居住者のサポ

ートということでまず村長に伺います。 

外国籍の住民の方へのサービス向上につい

て、2021年12月にも質問をさせていただいて

おりますが、その際、相談に来てくれれば臨

機応変な対応をしますということで、今現在

もトマム支所ではかなり臨機応変な対応して

くださっていると思います。 

先ほど、村長から木村議員の答弁にも、現

在その対策として北海道の外国人相談センタ

ーを利用するだとか、あとは翻訳機を導入す

る、二者間通訳サービスなどを利用するとい

ったことで対応されているということではあ

りますが、前回質問した以降、未だに全体的
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な進展というのは感じられていないと思って

います。その場しのぎの対応に見えてしまっ

ているような現状であると感じています。 

現在、住民の３割近くが外国人の居住者で

あるのに、分かりやすいサポート体制という

のは整っていない状況なのではないかと感じ

ています。 

先日のコミュニティスクール議会でも生徒

さんより質問がありましたが、多くの在留外

国人の方が困っている理由としては、村から

送られてくる文書が多言語化されていないで

すとか、文字、言葉の意味がそもそも分から

ないということだったり、日本国内のルール

が解からないことや、コミュニケーションが

とれない、学ぶ場がない、自分で調べようと

思ってもフリーWi－Fiの環境がないなどがあ

げられます。 

こういった問題は少しずつでも解決してい

けると思いますし、逆に解決していくべきと

考えますが、村長の考えを伺います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 下川議員の御質問に

お答えをいたします。 

外国人居住者のサポートに関してでござい

ますが、決してその場しのぎで対応している

ということではなくて、その時々で有効な対

応をとってきているところです。 

しかしながら、万全な対応がとれているわ

けではなく、外国人対応についての必要性は

感じているところです。今年度の住民懇談会

の場でも、外国人の生徒に対する地域の方々

の手厚いサポートがあったとのお話をお聞き

し、大変ありがたいことであると受け止めて

おります。 

私も、外国人居住者のサポートについては

課題としてとらえておりますので、外国人従

業員を受け入れている事業所や、警察、教育

委員会や支援機関とも連携を図りながら、対

応策について模索をしてまいります。 

最近外国人比率が高いということで、占冠

村に新聞社だったり雑誌社だったり、テレビ

だったり、そういった取材に来ることが増え

ました。そういった中で、地域外国人との共

生だったり、労働者としての取り扱いだった

り、様々な外国人との関わり方について、占

冠村はどうなんだろうということでの御質問

が多いわけです。 

現状のお話をしましたが、やはり全国にお

いてもこういった外国人との共生、関わり方

含めて大変課題になっているということで、

占冠村が決して先進地ではないんですけども、

そういったとらえ方もされる、見方もあるよ

うですけども、まだまだやはり十分でないと

考えております。 

議員言われるように、やれるところからす

ぐやって、課題解決に向けて少しずつでも前

へ進めるよう努力をしたいと考えております。 

以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 下川議員。 

○４番（下川園子君） こちらのサポートに

関しては、文書の多言語化というのは早急に

やっていただく必要があるのではないかと考

えます。 

そのほか、最近近隣自治体などでもこうい

った外国人の方を受け入れる自治体では、多

くの自治体が地域おこし協力隊の方に来てい

ただいてそういった方にサポート対応をして

いただくとか、あとはそういった方じゃない

にしても、この相談センターなどを使うに当

たっても、個人がそこに入っていくというこ

と自体がやはりハードルが高くなっているの

が現状なので、そういったお手伝いをする方

だったり、窓口、それは支所ですよって言う

のかもしれませんけど、そういったところが
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必要になってくると感じますし、できれば地

域おこし協力隊のような方に入っていただい

て、専属で他に兼任されたとしても、どちら

かというと専属で対応していただけるような

方が必要なのではないかと考えますが、村長

はどのように考えるか伺います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 外国人対応について

ある専門機関からのお話ですと、やはり多国

籍化していて、外国人のニーズが幅が広いと

いう中で、ではどういったサービスが有効な

のかというのが社会的にも明確でないという

中で、やっぱり占冠に来られている多くは、

社会保険かけて会社に勤められている方が多

いので、そういった方々とも連携しながら、

会社とも連携しながら、地域で一般に暮らし

ている方も含めて、どういったニーズがある

のかっていうことをまずつかまないと、単に

人を置いたからいいということではないとい

うような気がします。ただ、議員言われるよ

うに何もしないというわけにはいかないので、

何が有効なのかを含めて、しっかり対応でき

るような方策を検討させていただきたいとい

うふうに思っております。やることは、やれ

ることはやらせていただきます。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 下川議員。 

○４番（下川園子君） まず、外国人従業員

を雇われている会社さんとの協力というのも

とても重要だと思います。ただ、やはりそう

いった方たちが仕事外の時間というのは、個

人で占冠村の中で生活をするための何かをす

る、買物だったり、その手続きをするとか、

そういったことにつながってくると思うんで

すけど、そのときにやっぱりその第一段階と

して、自分がどこに相談していいかも分から

ない。確かに多国籍化しているので、どの言

葉でおけばいいのかとか、そういった問題が

出てくるのは重々承知はしているんですけれ

ども、世界規模でいったときには、やはり第

一言語が英語になってくると思うので、最低

限英語なのかなというところだと思います。 

そういった中で、せめて第一段階として、

ここに相談、第一報してくれれば間口を広げ

てあげられますよというところが、最初の段

階としては必要なのではないかと考えますが、

村長の考えを伺います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 木村議員の質問のと

きも申し上げましたけれども、専門性を置い

た持った職員がいない中で、今センターのチ

ラシありますよね、あれのＱＲコードで言語

が読み取れるようになっているので、即相談

もできるような体制のようですから、まずは

そういったものを利用してもらうためのコマ

ーシャル、お知らせ含めて村が対応していか

なければならないのかなと思いますけども、

機会を通じながら、さっきも言ったんですけ

ども地域の皆さんが一生懸命お世話してくれ

ている外国人もいらっしゃいますから、そう

いった方がどういったニーズでやっているの

かっていうのを把握しながら、村としてでき

ることはやりたいと考えていますので、議員

から見ると生ぬるいやり方なのかもしれませ

んが、現状の今の組織力からいくと、そうい

ったことなのかなというふうに思っておりま

す。 

以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 下川議員。 

○４番（下川園子君） では続きまして、教

育長に質問いたします。 

在留外国人の方は、学ぶ場だったりコミュ

ニティの場というのが全くないので、そうい

ったものに対してコミュニティの場を求めて

います。 
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社会教育としても、そういった外国人の方

も学べるような学習の場、または日本人の方

とコミュニティをとれるような場というのを

社会教育として設ける必要があるのではない

かと思いますが、教育長の考えを伺います。 

○議長（児玉眞澄君） 教育長、多田淳史君。 

○教育長（多田淳史君） 議員の御質問にお

答えいたします。 

本村に居住されている外国人の方々に対す

る学びの場の提供の必要性についてですけれ

ども、教育委員会といたしましてもその必要

を感じてございますが、なかなか有効な施策

を打ち出せないというのが現状でございます。 

議員御指摘のとおり、住民の約３割が外国

籍の方々であることを再認識しまして、まず

は交流するためのネットワークづくり、そし

てニーズを把握して最適な学びの環境を提供

できるように、地域、首長部局の協力を得な

がら取り進めてまいりたいというふうに、早

急にですね、進めてまいりたいというふうに

考えております。 

○議長（児玉眞澄君） 下川議員。 

○４番（下川園子君） この学習の場という

ことですけれどもこれは教育現場でも同じよ

うなことが起きていると考えます。 

先ほど村長答弁の中でも住民の方がサポー

トしていますというお話ありましたけれども、

実際に住民の方でも日本語を教えるなどして

サポートはしておりますが、教育現場の場合

は、母国語が違う状態で学校に入学するとい

った場合、たとえ占冠だったり日本で生まれ

た子供であったとしても、その御両親という

のが母国語が違う場合は、日本語を教える環

境っていうのがそもそも整っていません。な

ので、子供は日本語はしゃべれるけれども日

本語を読んだり書いたりはもちろんできない

ですし、その御両親も読めない、書けないっ

ていうまま成長していきます、子供は。小学

校入学できるという過程になったときに、現

在占冠ではそういった子も入学体制は整えて

いただいて入学できる状態ではありますけれ

ども、それで入学してしまうと一番最初のス

タートからどうしても、日本人の子供とは差

が生まれてしまいます。 

日本人の子供は小学校入学する前までに、

大体保護者、家庭だったり、保育所だったり

で平仮名の読み書き、それから日本語を通常

使っているので、理解した上で学校に入って

きます。だけど、ニュアンスとして、外国の

子供は日本語のニュアンスは伝わっているけ

れども、その文字がこれだっていう認識はし

て入っていないので、いきなり学校に入って

教科書を開いたところで、全く分からないし

言っていることも意味が分からないというこ

とが実際発生しています。 

なので、そういった小さいうちからある程

度その日本語に対する意識を持っていただか

なきゃいけないということもありますし、そ

こは必ず持ってくださいとは言えないので、

入学したときに、そういったことに対する日

本語の一年生よりもちょっと手厚い対応だっ

たりとか、あとは転入してきた場合には日本

語なんて全く分からないし、保護者も分から

ない。だけど、例えば三年生で入ってきたら

三年生の学習から始めなきゃいけない。そう

すると、覚えることがたくさんあり過ぎて授

業にもならないというような状況が発生して

きてしまっているので、やはりその外国人の

子供に対するサポート、入学したときの学校

体制の中でもサポートの重要性というのがあ

るかと思いますが、そちらの考えを伺います。 

○議長（児玉眞澄君） 教育長。 

○教育長（多田淳史君） 教育現場における

外国人児童生徒等のサポートに関しましてで
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すけれども、まず村立学校に入学を希望され

る方に関しましては入学相談時に少しでもよ

いので日本語を勉強しておいてくださいとい

うような形でお願いはしております。けれど

も強制ではございませんので、日本人も同じ

ですけれども、一定までの学力水準を求めて

いるものではないので、個人の御家庭にお任

せしているというような状況でございます。 

入学後のサポート体制につきましては、体

育などの全体事業などでコミュニケーション

をまず図るということをさせていただいてお

ります。 

個人の各科目の学力、こちらの程度に応じ

た授業を学習支援や外国語が堪能な教員、校

長教頭などの協力を得ながら実施しているん

ですけれども、例えば今お話がありましたよ

うに３年生だとすると、学力を判断して、例

えば２年生であったり２年生であったりとい

うその教科書の使い方は、学校内で個人の学

力を見ながら実施しております。 

最終的にはその年齢に見合った日本の学力

を身につけさせて、進級させたいという思い

はあるんですけれども、そこは学力の進捗状

況を見ながらということで、その辺は手厚く

支援はさせていただいているところでござい

ます。 

また、関わる職員の方に関しましては、本

当に個別に対応していただいておりますので、

多大な負担となっているということをこちら

としては承知をしております。 

職員の業務負担軽減と、専門性が必要とさ

れるということから、外国人に対する日本語

教育支援のための教員加配というものを希望

はしているんですけれども、人材不足、それ

から配置基準の関係という面で措置をされて

いないというのが今の現状ですので、今後も

体制整備のために北海道や関係機関と連携し

て人員の確保に努めてまいりたいと思ってお

ります。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 再質問ありますか。

次の質問行きますか。次の質問お願いします

下川議員。 

○４番（下川園子君） すいません。失礼し

ました。 

続いて、２点目の質問に移ります。 

トマム歯科診療所の運営についてというこ

とで、村長に質問いたします。トマムの歯科

診療所の診療日がこれまで毎週水曜日、週１

回でしたが、気がつけば隔週の診療になって

いまして、2024年度に入ってからずっとだっ

たと思いますので、しばらく気がつかないで

いたということになってしまうんですが、そ

の際、隔週の診療に変更になるに当たっては

特に住民への説明というのはなかったと感じ

ています。 

この隔週の運営というのはいつまでこの体

制で運営していくのか、まず伺います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） トマム歯科診療所の

診療日についての御質問であります。 

令和６年１月22日、原田歯科医師の申し入

れによりまして、協議した結果、１月24日診

療日から隔週での診療としております。 

原田医師におきましては体調不良を訴えら

れておりまして、回復までの当面の間は月２

回のトマム歯科診療所での診療体制で御理解

をお願いいたします。 

また、来年度に向けては、希望者には占冠

歯科診療所への送迎を行うことを計画してお

ります。 

住民の皆様には御不便をおかけして、満足

のいくサービスの提供となっておりませんが、

医療が受けられる体制を確保してまいりたい

と考えておりますので、御理解と御協力をお
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願いいたします。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 下川議員。 

○４番（下川園子君） 体調があるというこ

となので致し方ないとは思いますが、体調が

回復されたらこれまでどおり毎週の運営に変

わっていくのかを伺います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 私としては、原田医

師にも週１回の診療がトマム地区での最低限

ということを申し上げていますけども、体調

が毎週行けるようになれば、当然行っていた

だきたいと考えております。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 下川議員。 

○４番（下川園子君） できる限り早く体調

がお戻り頂ければいいなというところではあ

りますが、現在隔週での運営ということで、

月にすると２回しか診療してないということ

になるんですけれども、その中の１日に学校

健診とかが入ってしまうと半日休診になって

います。そうするとその月は１日半しか運営

してなくて利用できないという現状がありま

す。 

この隔週だけでも、正直住民にとっては歯

医者さんなので痛い時に行きたいわけで、そ

のときは占冠に来てくださいっていうことか

もしれませんが、やはりトマムで受けたい人

というのは、痛い時でもトマムで受けたいと

思います。それが週１回であってもなかなか

受けられない状況であるのに、月２回の運営

になってしまうと予約すら取れない、１か月

待ちになります、というような結果になって

しまっています。そういったこともあるので、

やはり週４回、もしくは、２回なら２回だと

いうことで、ちゃんと住民説明をした上で診

療方針などを変えていっていただきたいと思

うのですが、そちらについての村長の考えを

伺います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 住民周知につきまし

ては毎年発行のカレンダーでお知らせをして

いるところです。 

今、議員言われるように、診療に不便を感

じるというところは十分理解はしますし、毎

週１回の診療に戻れるような努力をさせてい

ただきたいと思っております。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） これで、４番、下川

園子議員の一般質問を終わります。 

一般質問中ですが、ここで午後１時まで休

憩します。 

休憩 午後０時02分 

再開 午後１時00分 

○議長（児玉眞澄君） 午前中に引き続き会

議を開きます。 

一般質問を続けます。５番、藤岡幸次議員。 

○５番（藤岡幸次君） それでは早速質問い

たします。 

一つ目の質問になります。ゼロカーボン森

林吸収源対策の取組について。国の施策とし

て、本年度よりゼロカーボン関連として国民

１人当たり1,000円の森林環境税が微収され、

再配分として森林環境譲与税として村に譲与

されております。 

そこで、民有林、村有林等あるかと思いま

すが、本村として本年度どのように活用され、

また来年度に向けてどのような計画があるの

か伺いたいと思います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 藤岡議員の御質問に

お答えをいたします。 

森林環境譲与税の活用として、私有林、村

有林整備のための事業では、小規模森林所有

者及び森林組合に対し、森林整備経費の２分

の１以内を助成する民有林育成促進対策事業

や、森林施業プランナーが集約した事業地で
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高性能林業機械を活用した際に助成する地域

林業振興事業、あるいは作業道の整備補修事

業に活用しております。 

また、担い手確保では、新たに林業労働者

を雇用した事業体に対し、一定期間技術指導

及び住宅手当に対する補助を行なう林業担い

手対策事業や林業労働安全推進事業、事業主

の負担軽減と労働者の福利厚生を目的に、事

業主掛金の２分の１を補助する林業労働者退

職金共済制度補助金等に活用しております。 

さらに、従来からの木質バイオマスエネル

ギー導入促進事業を行い、薪ストーブなどや

薪の購入費用の一部助成補助に活用しており

ます。 

令和７年度に向けては、村内の林業事業体

より要望を聴取しております。その要望内容

としては、現行の地域林業振興事業は、集約

した事業地においてレンタルした高性能林業

機械を活用して皆伐する作業を対象に、実行

経費の３分の１、または250万円以内のいず

れか安価な額を補助するとしています。 

要望としては、集約化以外の事業地におい

ても高性能林業機械を活用できる補助事業の

制度設計が求められています。 

また、林業担い手対策事業については、３

年間を上限とした新規就労者に対する基礎的

な林業技術習得のための技術指導補助金の上

限、年間150日を実労働日数で算定の対象と

するよう要望が寄せられています。 

さらに、労働安全等の装備に関して、例え

ばトランシーバーのように会社として備え付

ける物品購入に対する助成の対象拡大や、蜂

刺されに強い作業服の購入、さらには電動チ

ェーンソーなどの購入も対象としてもらいた

いとの内容であります。 

様々な要望をいただき、持ち帰っている段

階でありますが、森林環境譲与税を財源とし

て要件の緩和等を検討してまいりたいと考え

ております。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 藤岡議員。 

○５番（藤岡幸次君） 次の質問にいきます。 

村内におけるユニバーサルデザインとバリア

フリー対策の現状について伺います。 

村内におけるユニバーサルデザイン及び視

覚障がい者のバリアフリーの対策の現状、課

題解決に向けた計画と予算化に向けた計画、

内容についてあれば伺いたいと思います。 

これは先般、中学生とのＣＳ議会の中でも

同様な興味を持たれている学生さんがおられ、

私の答弁だったんですが、私としては、各課

の担当の方からお聞きした内容については伝

え、引き続き私も村へ推進に向けて意見を上

げていきたいので、我々と一緒になって、中

学生の方も引き続き興味を持ち続けていただ

きたいという答弁したんですが、具体的に村

長としてお考えがあれば伺いたいと思います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 村内におけるユニバ

ーサルデザイン、あるいはバリアフリー対策

ということの御質問であります。 

当村では障がい者計画、障がい福祉計画、

障がい児福祉計画において、障がいのある人

もない人も誰もが地域で安心して暮らせる村

づくりを目指し、障がい者施策を総合的に推

進しています。 

計画では、村民の一人一人がその能力を最

大限に発揮しながら、安全に安心した生活が

できるよう、建物、移動、制度、慣行、心理

など、ソフト面、ハード両面にわたる社会の

バリアフリー化に向けた取組を推進するとし

ています。 

村の具体的な取組として、公共施設等のバ

リアフリー化があり、障がい者の安全や生活

の利便性、快適性の向上を図り、社会参加を
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促進するため、公共施設や車両等のバリアフ

リー化を推進するとなっています。 

今後、個別施策計画や公営住宅基本計画に

基づいた建替え、改修を行う場合は、バリア

フリー、ユニバーサルデザインの導入は当然

取り入れなければならないと考えています。 

近年では、公共施設におけるトイレの洋式

化を計画的に進めていること、それから総合

センター１階に多目的トイレの設置や、同セ

ンターの和室をバリアフリー化していること

など、順次環境改善を進めています。 

今後は、避難所や各学校などのトイレ改修

等も控えております。 

また、駅前住宅の楓の手すりの設置なども

行なっており、視覚、聴覚障がい者を含め、

障がい者の視点を念頭に置きながら、ハード、

ソフト両面の整備を進めていく必要があると

考えております。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 藤岡議員。 

○５番（藤岡幸次君） この関連の話ですが、

今村長の答弁いただいた中身については理解

しましたが、次の点として考えられるのは当

然、視覚障がい者などであれば、やっぱり点

字ブロックなどが非常に有効であり、まだま

だ村内における公共施設等においても十分行

き届いてないのが現状、まずは役場、道の駅

等々については至急そういった取組は必要で

ないかと。 

要するに、大がかりにコンクリート剥がし

てなんていうこと以外に、ある程度簡易的に

もできる方策があるんじゃないかと思います

し、本格的な改修工事があればそのときに合

わせてやってもらえばいいかと思いますが、

そういった施策、それから、聴覚の方におい

ては一番交通事故、何かの予防策としてはこ

れは音の鳴る交差点の信号機の都市部なんか

に行ったらございますよね。音で青信号を知

らせる、黄色青をお知らせするというような

設備があるかと思います。当然、信号機につ

いては村の管理ではありませんが、そういっ

たのは少なくても人通りの多い道の駅等のと

ころの交差点等においては、至急やるべきか

なと私は思うんですが、村として強く関係各

所に要望をかけるという考えはないか、村長

に伺いたいと思います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 議員言われるような

点字ブロックについて、設置がないというこ

とで、場内的にも議論をしていて、特に多く

の方が往来する道の駅周辺にはぜひ必要だな

という議論をさせていただいているところで

あります。 

これらについては、設置に向けてどういっ

た方法でどういった財源をもってやれるかも

含めて、前に進めるよう努力をしてまいりた

いというふうに考えております。 

それから聴覚障がい対応ということで、音

の出る信号機、私も都市行けば必ず聞くわけ

ですけども、そういったことも含めて、公安

委員会、そういったところにもぜひ往来の多

い場所について設置できないかということで、

問合せをしながら要望もしてまいりたいと思

っております。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 藤岡議員。 

○５番（藤岡幸次君） 三番目の質問にまい

ります。 

ふるさと納税の今年度見込みと新たな増収

計画ということで、先般、こちらについても、

中学生がふるさと納税について非常に興味を

持っていただいて、私自身も実は内々うれし

かった部分もあるわけなんですが、そこで、

今年度における納税の見込み金額について伺

いたいと思います。 

また、来年度に向けた目標金額、返礼品の
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見直し等があればあわせて伺います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） ふるさと納税に関し

てでございますが、相手があることですので、

見込額をお伝えすることは難しいかなと思っ

ておりますけれども、10月末の実績で申し上

げますと、寄附額は3,835万6,000円で、前年

と比べますと、1.4倍となっております。本

議会で増額の補正予算を計上しているところ

です。 

本村のふるさと納税返礼品は現在42品目で、

今年度は４品目増やしているほか、連携サイ

トを２サイト増やし、７サイトとなりました。 

来年度に向けては、今年度以上の寄附を願

っているところですが、返礼品として取り扱

うためには、村内で製造された商品、加工品

であることなど、国が定める基準に適合する

必要がありますので、取り扱い可能な返礼品

を広く募集し、占冠応援団の拡大に努めてま

いりたいと考えております。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 藤岡議員。 

○５番（藤岡幸次君） 四番目の質問にまい

ります。 

スマート農業と観光農業の取り組みについ

て。村内におけるスマート農業の現状、また

村として推進状況はどのようになっているの

か伺いたい。 

関連二つ目で、今後は観光農業の推進が必

要かと私は考えております。スマート農業に

おいてはやはりどうしても大きな資金が必要

になりますので、大規模農家さんでないとな

かなか手がつけられないというところから、

これ非常に重要なんですが、そういった現状

を踏まえ、もう一方の農家さんというのは将

来的にはやっぱり観光も含めた農業の取組と

いうのを考えていかないと村内の農業が残っ

ていけないのではないかと私は思うんですが、

そういった中で、一つ目の村としてのスマー

ト農業の推進状況、そして、繰り返しますが、

観光農業の推進に向けた取組、この二点につ

いて伺います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） スマート農業の現状

あるいは観光農業への推進という御質問であ

ります。 

本村の農業経営体の主な経営体類型は、酪

農畜産業が主体となっておりますが、一部で

施設園芸や畑作、畜産の複合経営体がある状

況となっています。 

その中で御指摘の本村のスマート農業の現

状といたしましては、酪農経営体で搾乳ロボ

ットや自動給餌機といった、牛舎における省

力化を図る技術が、主たるものとなっており

ます。 

また、多くの経営体で利用されている技術

としては、可変施肥機ブロードキャスターが

多く利用されています。 

スマート農業に代表される自動走行トラク

ター等については、多くの農地が、河川と山

に挟まれた狭小の農地でありまして、かつ飼

料畑が多いために、費用対効果から導入には

至っておりません。 

観光農業への支援については、酪農畜産が

主体であるため、不特定多数の観光客が牧場

内へ侵入することへの家畜伝染病等への懸念

があるため、農業行政としては考えていない

のが現状であります。 

全国的には、観光と農業や農福連携といっ

た取組が進めておりますが、まずは本村の農

業経営に適した支援を引き続き行なってまい

りたいと思っております。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 藤岡議員。 

○５番（藤岡幸次君） スマート農業の現状、

取組の現状については理解しました。 
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それで観光農業についてなんですけども、

確かに畜産っていうのは非常に伝染病のリス

ク、これを第一に考えておかなきゃいけない

のは全くそのとおりで、家畜エリアに第三者

が、観光客でなくても、本当の限られた人し

か出入りさせてはいけないというのが現状な

ので全くそのとおりなんです。 

そこで、直接家畜にさわるどうのこうのは

置いておいても、一旦そういった飼われてい

る現状、近いところではトマムでもやられて

いますよね。イコールトマムにしろと言って

いるわけではなくて、日本の国内においても、

例えば、花農家でも観光農業の一環なわけで

すよね。要するに花畑を見せる、これだって

観光農業ですよ。そういった取組を今後やっ

ぱり進めていかなきゃいけないんじゃないか

なと。 

例えば、富良野なんかでいうラベンダーが

一例ですけど、必ずしもラベンダーでなくて

もいいわけで、トータルでどういうデザイン

をして見せていくか、振興を図っていくかと

いう話なので、家畜だってエリアをきちっと

決めてこれ以上は入れませんよっていうとこ

ろを決めていけばいいので、再度質問なりま

すけども、今後においてはそういった推進も

必要ではないかと思うんですが、村長、いか

がでしょうか。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 村の観光牧場という

ことで、星野リゾートトマムでされている経

営体がありますけれども、村からは飼養衛生

管理基準の遵守の指導、家畜保健所からは、

家畜伝染病の病原体持込み、持ち出しを防止

するための規則の作成、指導を行う中で、多

くの海外を含む入り込みがある観光牧場へは

指導を行なっているといった現状もございま

す。 

そういった中で、議員言われるとおり、私

も執行方針には必ず書くんです。やっぱり農

業と観光の結びつきをどうしていくのかとい

うことが、せっかくある観光産業を、農業と

結びつけてどう利用し、どう発展させていく

かっていうのは一つのポイントだとは思って

います。その中でどういったことがあるんだ

ろうということは、考えていかなければなら

ない課題でもあるというふうに思っておりま

すので、ラベンダーのようにうまく人を呼ん

で、隣でジュース売ったりメロンを売ったり

という、そういったうまい循環があればいい

んですけども、今のところトマムでも牛乳と

かチーズとかを販売しているという状況もあ

りますので、そういった結びつきをどう産業

化して循環させていくかということも、これ

は一つの課題だなと思っておりますので、こ

れから努力はしたいと思います。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） これで５番、藤岡幸

次議員の一般質問を終わります。 

続いて１番、大谷元江議員。 

○１番（大谷元江君） 議長のお許しを得ま

したので、一般質問させていただきます。質

問１でございます。 

人間ドック及びマダニ感染予防接種に助成

をということで、令和元年６月定例会で、お

亡くなりになっております山本議員が人間ド

ックについて質問しております。 

人間ドックは病気の早期発見等の予防に期

するということで、ドックに助成をしていた

だけないでしょうかという質問をしておりま

した。 

村長は、特定検診、各種がん検診の受診率

を上げるということで検討を進めていきたい

という回答でありましたけども、その後どの

ような状況になっているのか伺いたいと思い

ますし、今年特に脳出血など脳に関する病気
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で緊急入院されたりする方が多々おりました

ので、人間ドックは本当に必要かなというふ

うに私も思っております。 

その辺のことを村長にお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 大谷議員の御質問に

お答えをいたします。 

令和元年、山本議員と私のやりとり、私も

覚えております。その中で、当時の総合健診

とドックの違い、それからがん検診、占冠で

バリウム胃がん検診ぐらいしかなかった時代、

だったと思うんですが、そういった検診の中

身が現状変わってきております。 

村では集団による総合健診とそれから個別

検診を実施しております。毎年、７月に北海

道対がん協会に委託をして当村に来ていただ

き、特定健康診査とがん検診を実施しており

ます。 

また、７月の総合健診で受診できなかった

住民のために、個別に健診を受けられる体制

を作っておりまして、村立診療所のほか、札

幌、旭川のがん検診センター、それから北斗

新得クリニックと契約をし、個々人で受診日

を調整していただきまして、受診できる体制

を整えております。 

検査医療機関によっては、がん検診等を受

けられる検査項目に違いがありますが、がん

検診センターでは、特定検診のほか、各種が

ん検診も一緒に受診することができます。そ

ういったことから契約している、検査医療機

関は以上ですが、ほかに受入れ可能な委託機

関がないか、課題整理や費用面を含め調査を

検討し、利便性の向上や分かりやすい周知に

努めまして、総合健診や個別検診への受診率

の向上に努めてまいります。 

ちなみに本村で実施している総合健診費用

ですが、令和６年度の単価で申し上げますと、

例えば特定検診プラス肺がん検診プラス胃が

ん検診プラス、大腸がん検診を総合健診で受

診した場合、費用額２万1,573円、村負担１

万9,573円、自己負担額2,000円です。そうい

ったことからいくと、ドックに助成するより

も、この検診を受けてもらえるように取り組

むのが一番効果的かと思っております。以上

です。 

○議長（児玉眞澄君） 大谷議員。 

○１番（大谷元江君） 特定検診等は私も受

けさせていただいております。ただ、受診率

を担当からいただいたところを見ますと、な

かなか村長がお答えになった、平成30年度の

受診率52.4パーセントでしたでしょうか、そ

れから見てもあまり変わっていないんですね。

コロナ禍もあったかと思いますけども、５年

間の平均受診率が特定検診で50.4パーセント、

がん検診、胃がん検診等を含めても20パーセ

ント行くか行かないかの受診率です。 

他町の医療機関と契約はしているのは分か

ってて、私もここで受けられなかったときに

旭川へ行って受けたんですけども、なかなか

そういうところへ行って受けるっていう方が

どれだけいるのかと、今村長の説明で思った

んですけども、人間ドックにしても村内で受

けられるわけでありませんから、他町へ行か

なきゃいけないのは分かるんですけども、そ

ういう助成があると行く方が増えるのかなと

感じますけれどもその辺のことはどうでしょ

うか。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 議員言われる、特定

検診が193人いて、65人、37.5パーセント、

それから後期高齢者健診が175人いて、32人、

36.9パーセントという状況は私も理解をして

おります。 
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いかに受診率を上げるかということですけ

れども、議員言われるとおり、ドックにして

もこれは受診率に換算されないので、健康指

導をやっていませんからそこに金だけ出して

受診率が上がるということではないんですね。

ですから、他にがん検診者が受けに行く費用

負担は村でしていますし、同じ費用対効果か

らすれば、村の健診を受けてもらったほうが

より効果的だと思っております。 

いろいろ検診のやり方、受け方ある中で、

先ほども言ったとおり、当時とは違うもっと

きめ細かな健診を受ける体制を整えているつ

もりですので、これら保健指導を強める中で

ぜひ受けてもらえるような体制をつくってい

くということが大事なのかなと考えていると

ころです。 

○議長（児玉眞澄君） 大谷議員。 

○１番（大谷元江君） 人間ドックに固執す

るわけではありませんけども、この受診率、

全体的にそうですけども、無駄というか宣伝

効果というか、告知のもろさがあるのかなと

思います。 

やっぱり知らないし、知らないっていうの

は、時期もあるんでしょうけども、特定検診、

受ける方がそれだけ少ないということは、時

期にも問題があるのかなというふうに思いま

す。もう少し受診率の上がるような時期を検

討すべき。相手のある、がんセンターのこと

もありますから、一概にこちらからこの日に

とはいかないのかと思いますけども、そうい

う検討が必要ですし、周知の方法がやっぱり

少ないと思います。 

その周知の仕方をもう少し考えるべきじゃ

ないかと思いますけども、最後にこの問題に

関してお答えをいただいて、次の質問にいき

たいと思います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 議員御指摘の特定検

診受診率向上のための取組ということで、今

確認をさせてもらったんですが、総合健診の

実施による受診勧奨という形でいうことで個

別にさせていただいておりますし、総合健診

未受診者についても、個別健診への受診勧奨

２回ほどさせていただいております。 

そういった中で、言葉悪いですけども、ど

うも固定化している傾向があるなという思い

はありますけども、それにしても、これらの

取組をしなければならない。 

もう一点の受診日の設定ですけども、議員

も言われるとおり、相手のあることなので、

全道をやっているということもあり相手方と

の日にちの設定になりますので、こっちの希

望は伝えられると思いますけれども、そうな

るかどうかについては確定ではありませんの

で、特定日に受けられなかった方についても、

先ほど言いましたように別の日程でそれぞれ

行ってもらえれば受診できるような体制は整

えているという状況で御理解をいただきたい

と思います。 

○議長（児玉眞澄君） 大谷議員。 

○１番（大谷元江君） 周知は本当に必要な

ことだと思いますので、努力していただきた

いと思います。 

質問１の二番目に行きます。マダニ感染の

予防接種、これも助成をということでお願い

したいと思って検討していただければと思い

ます。 

今回林業関係者の方から、俺マダニに刺さ

れてちょっと危なかったんだよな、という話

を伺いました。 

林業部局のほうで何かいろんなことをされ

ているとは伺ったんですが、林業関係者だけ

でなく、外遊びをする子供たち、農作業や山

菜取りに行く人たちが、ダニ、マダニに噛ま
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れる可能性は高いというふうに思います。 

先日の博士ちゃんというテレビ番組で、猛

毒というか、このマダニは上から９番目ぐら

いな形で子供たちが脅威なんだよというよう

な言い方をしてテレビで話しておりました。

ですので、このマダニに関しての予防接種の

費用の助成を検討していただけないか村長に

伺います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） ダニ感染予防に関わ

る御質問であります。 

ダニに噛まれる可能性の高い方への予防接

種の必要性とそれに対する費用を助成という

ことの質問でありますが、初めにダニが媒介

する感染症の発生状況ですが、北海道内では

毎年、ライム病回帰熱を含めたマダニが媒介

する感染症の発生報告があるとのことです。 

また、ダニ媒介脳炎の発症状況は、平成５

年１例、平成28年１例、平成29年２例、平成

30年１例、令和６年１例の計６例の報告があ

ったとのことです。 

これらの感染症は、通常、人から人へ感染

することはないとのことであります。 

感染症予防のワクチンについては、回帰熱、

ライム病に対するワクチンは現在のところな

いとのことですが、ダニ媒介性脳炎の発症を

予防する国内初の承認ワクチンが、令和６年

９月13日に発売されたとの情報があります。 

このワクチンは、医療機関によって異なり

ますが１回接種するのに１万5,000円程度要

し、初回免疫をつけるのに間隔をあけて３回

接種する必要があるとのことです。 

その後、免疫力を上げるため、３年後、５

年後に接種する必要があるとのことです。 

以上のことから、薬事承認され、使われ始

めたばかりのワクチンでありまして、疾病負

荷の大きさ、それからワクチンの有効性、安

全性、費用対効果などの評価が不透明であり

まして、情報不足から、安全性に関する懸念

もあるものに対して費用の一部を助成してワ

クチン接種を推奨することは、公益性上難し

いと考えております。 

ダニ媒介脳炎を含むダニ媒介感染症に関し

ては、ダニに刺されない予防措置を講ずると

ともに、もし発症した場合には早期に医療機

関を受診し、適切な治療を受けることが重要

であることを、厚労省では国民に対して周知

してきているところだというふうに伺ってお

ります。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 大谷議員。 

○１番（大谷元江君） 今の村長の答えです

となかなか難しい話ということですが、この

質問に関しては村内にいる方がマダニに刺さ

れたという事例ですので、村内にマダニがい

るんだなということを再認識したところなの

で、公益性上無理だというのであれば、村内

にこういうダニがいるという周知も村民には

必要なのではないかなというふうに思います

が、その辺のことはどう周知していただける

か。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） マダニの生息につい

ては、山へ入る方だと大体ご存じなのかなと

思っています。 

私もその１人で、実際にダニにかじられて、

頭残したら駄目だっていうので針でほじって

取ったという経験があります。そういった意

味では、議員言われるようにマダニに対する

認識の甘さというのは誰にでもあるのかなと

思いますから、やはりそういったマダニに噛

まれたときの対処方法、あるいは噛まれない

ための対処方法を周知するというのも大事な

のかなというふうに、今、認識をしていると

ころであります。以上です。 
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○議長（児玉眞澄君） 大谷議員。 

○１番（大谷元江君） マダニに関してはそ

のような周知を徹底していただければという

ふうに思います。 

質問２に移らせていただきます。村内の郷

土資料室の今後ということで教育長に質問さ

せていただきます。 

令和７年に入りますと、旧占冠小学校グラ

ウンドに占冠村特産のメープルシロップの製

造施設が建設される予定になっていまして、

占冠地区にも人の往来が増加できるのではと

期待しています。 

ただ、これに関して人の出入りがあるとい

うことで、占冠交流館併設の郷土資料室展示

物、これを見学が容易にできればというふう

に考えますが、そこのところを教育長に伺い

ます。 

○議長（児玉眞澄君） 教育長。 

○教育長（多田淳史君） 御質問にお答えを

いたします。 

占冠交流館内の郷土資料室ですけれども、

現在の地域交流館に関しましては管理人が常

駐しておりませんので、見学希望者は教育委

員会に御連絡をいただきまして、開錠した後

見学が可能ということになってございます。 

今後におきましても、保安上の関係からこ

の状況は継続していくという予定でございま

すけれども、見学希望者が容易に申込、見学

ができるように、村ホームページの活用やス

マホからの予約が可能にできるよう取り組ん

でまいりたいと考えております。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 大谷議員。 

○１番（大谷元江君） 容易にできるように

ということは前向きな姿勢と理解いたします

が、見学するに当たって、郷土資料室の展示

物は２階にあるんですが、１階は住民で清掃

等をやっておりますけども、この資料室に関

しては、清掃等が全然行われていない状況だ

と思うのですが、その辺の今後の活用方法や

見せ方、その辺のことはどう考えていらっし

ゃいますか。 

○議長（児玉眞澄君） 教育長。 

○教育長（多田淳史君） 現在の郷土資料室

に関しましては教育委員会が管理していると

いうことですけれども、実は地域交流館の管

理人をしていただいている方の御協力をいた

だきながら展示の工夫ですとか、それから掃

除も若干していただいていると思うんですけ

れども、かなり御協力をいただいているとい

うことで認識をさせていただいております。 

教育委員会も、頻繁ではありませんが行っ

て掃除等はさせていただいているんですけれ

ども、これから見る機会が多くなるというこ

とであれば、もう少しきれいに、整理をでき

るような形で取り組んでまいりたいと思って

います。 

○議長（児玉眞澄君） 大谷議員。 

○１番（大谷元江君） いつでも見られる形

にしていくというのが必要なことだと思いま

すし、やっぱりきれいなところでないとなか

なか快適に見学できるものではないと思いま

すので、その辺の検討をお願いしたいと思い

ます。 

郷土資料室ですが、将来的に村内各地に点

在しております郷土資料、これを一か所にま

とめるというか、整備していくことは必要で

はないかなと感じますが、その辺のことはど

う考えていらっしゃいますか伺います。 

○議長（児玉眞澄君） 教育長。 

○教育長（多田淳史君） 村内に点在してい

る郷土資料を１か所に集めるというようなお

話は以前からもあったと思っておりますが、

それぞれの郷土資料室を見ますと、それぞれ

の場所で工夫をしていただきながら、結構整
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理をされて見やすいような状況になっている

のではないかなと私自身は感じております。 

集約に関しましては、将来的には適切な場

所に集約し、適切な管理をする必要があると

認識をしておりますので、場所や展示方法な

ども含めて、検討はしてまいりたいと思って

おります。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 大谷議員。 

○１番（大谷元江君） 将来的には検討して

いきたいということですけども、この問題は

かなり前から指摘されていることだと思うの

ですが、なかなか進んでいかない状況でちょ

っと歯がゆさがあります。 

特に双珠別の資料室は管理の担当が違うと

いうことで、教育委員会の管理のもとではな

いのだろうというふうに思いますけども、提

供された方たちもそれぞれの地域に固執する

形ではないと思いますので、全村あげてとい

うことにはならないかと思いますけども、も

うそろそろ一か所、場所的なこともあるかな

とは思いますけども、近い将来に集約する必

要があるのではないかというふうに感じます

が、その辺、最後の質問としてお伺いいたし

ます。 

○議長（児玉眞澄君） 教育長。 

○教育長（多田淳史君） 展示物の集約に関

しましては以前からも議論にはなっていると

思うんですけれども、一か所に集約するには

現在、展示物はかなり多いというふうに考え

ています。 

しかも、同じようなものがたくさんという

ことですが、それが整理されない理由との一

つとしては、寄贈された方の思い入れがかな

り強いということがあると思っています。 

これらの集約に関しては、他の町の郷土資

料館等でも話を聞くんですが、やはりその寄

贈された方の思いが強いので、それを整理し

ていくのは非常に難しいというような話も伺

っております。 

実際にうちの村では、そのような整理が非

常に難しくなかなか手がつけられないという

状況になっていますので、この辺を整理しな

がら進めていきたいんですけれども、その思

い入れのあるものを処分するというのは難し

い。御自分で処分ができないので教育委員会

に持ち込まれたというような経緯もあると思

いますので、なかなか難しいとは思います。

その辺は寄贈者の思いも考えながら取り組ん

でいきたいと思います。 

最終的に一か所にきちっとした形で展示で

きればという思いは当然ございますので、何

とか皆さまの御協力をいただきながら取り組

んでまいりたいと思います。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） これで１番、大谷元

江議員の一般質問を終わります。 

 続いて６番、小林潤議員。 

○６番（小林潤君） それでは一般質問をさ

せていただきます。 

質問の１は、先ほどの全員協議会で説明を

受けましたが、これまで私は会計年度任用職

員の期末手当及び勤勉手当について一般質問

をしてきましたが、これまでの質問と関連が

ありますので、あえて質問項目として上げさ

せてもらいました。 

それでは具体的にですけれども、９月定例

会で、会計年度任用職員に勤勉手当を支給す

る場合、年間の手当、期末勤勉は職員と同じ

月数、年間4.50月を支給する考えがあるのか

確認いたしました。 

そのときの村長の答弁として、道内市町村

の状況や労使協議等を通じて、丁寧な検討を

行うと答弁されましたが、具体的にどのよう

な結果になるのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 
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○村長（田中正治君） 小林議員の御質問に

お答えをいたします。 

会計年度任用職員の勤勉手当ということで

ありますが、令和７年度から正職員と同じ月

数を支給したいと考えております。 

具体的には、本年度の人事院勧告を反映し

た、期末手当2.5月、勤勉手当2.1月の合計

4.6月分を支給するものとして、その旨を定

める条例改正案を本定例会に上程する予定で

あります。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 小林議員。 

○６番（小林潤君） 続きまして、今年の人

事院勧告は一時金については0.1月分を引き

上げるという内容でした。会計年度任用職員

にはどのような取扱いになるのか、お伺いい

たします。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 本年度の会計年度任

用職員の一時金につきましては、現行で2.6

月分の支給があるところ、人事院勧告に鑑み、

0.1月分を追加した2.7月分とし、その差額分

も年内に支給をしたいと考えております。 

○議長（児玉眞澄君） 小林議員。 

○６番（小林潤君） 一番目、二番目、答弁

十分分かりました。 

それでは、質問２のほうに移りたいと思い

ます。双珠別川への土砂流入防止についてで

あります。 

一つ目として、令和４年12月の定例会で、

双珠別川と鵡川の合流点から70メートルほど

双珠別川寄りの箇所で土砂が堆積していたの

で、除去について一般質問しました。 

現在もかなりの土砂が堆積しており、増水

時に水害の危険のある双珠別地区の宝珠橋付

近も堆積しております。 

過去の双珠別川の土砂処理についての一般

質問では、村長は、定期的な土砂上げを河川

管理者に要請していると答弁されていますが、

直近の処理状況、砂利上げ状況についてお伺

いします。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 双珠別川の河川内堆

積土砂の除去に関する要望についてでありま

すけれども、北海道が主催する社会資本整備

要望会議において毎年行なっています。 

要望としましては、宮下橋上流域の立木除

去、川砂利除去、双珠別川上流部から国道

237号線の双珠別橋までの築堤、護岸の整備、

河床掘削でございます。 

また、河川管理者に対し、河床が上がって

いるところを特に優先的に除去してほしい旨

要望しているほか、富良野圏域連携協議会と

富良野沿線市町村議会議長会が合同で行って

いる河川要望の際、児玉議長からも双珠別川

の河床の浚渫について御発言を頂きました。 

直近の処理状況につきましては、令和４年

度に河川内堆積土砂の除去による線形の変更、

伸縮箇所への盛土が行われてきており、引き

続き必要性を伝え、要望してまいりたいと思

っております。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 小林議員。 

○６番（小林潤君） 私も今まで、土砂の堆

積というのを単純に深く考えなかったんです

けども、根本的に土砂が堆積する原因、理由

を明らかにしないと、河川の管理、村がする

わけではないんですけれども、やっぱりうち

の村を流れている一級河川については十分注

意していかなければならないと思うんですけ

ども、土砂流入の原因を解明することが重要

であります。 

原因は、砂防ダムからの土砂が流入してく

るのか、または過去の森林施業後の集材道、

作業道等の整備、復元が不十分だったのか、

また、大雨による特に、双珠別ダムが放流し
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た場合もかなりの勢いで流れてきますのでそ

の河岸の浸食による堆積なのか、その原因は

多岐にわたると思います。 

私も参考までに関係資料も読みましたけど、

やっぱりそんな単純でない、かなり複雑だな

ということを実感しました。 

私は素人ながらに、林業を産業としている

村として結構そういう森林施業の関係があり

ますから、双珠別川流域の森林施業後の処理

が影響しているのではないかと思っておりま

す。これは確信ではなくて、私の想像という

ことで御理解願いたいと思います。 

そういう意味で、村長は林務行政も長かっ

たので御造詣が深いと思いますので、村長は

双珠別川に土砂が流入して堆積する主な理由

は何だとお考えか伺いたいと思います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 土砂につきましては、

山腹斜面から渓流に入り、河道を移動して、

最後は海に入ります。 

しかし、豪雨時に山地流域で崩壊によって

渓流に流入した土砂は、一度に移動しないも

のもありまして、その後、降雨による出水に

よって、粒径や勾配に応じて堆積再移動を繰

り返すと、不連続的に移動すると科学的に説

明されています。 

双珠別川流域における土砂堆積の原因を明

らかにするには、科学的な知見や研究がされ

ていない段階で、断定することは難しいと考

えております。 

ただし、河川管理者等に土砂堆積の見解を

伺うことは可能かと思っているところであり

ます。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 小林議員。 

○６番（小林潤君） 今、双珠別川の土砂堆

積の関係は科学的なエビデンスがないという

ことで、確かにそれはそのとおりだと思うん

です。 

例えば、土砂流入、そして堆積することが

自然的要因で、これは人間についてどうしよ

うもならないという場合もあろうかと思いま

す。 

また、時によっては人為的な部分で、例え

ば森林施業の関係で、集積の作業路をつくっ

たときの道路を元に戻すといいますか、そう

いうことも、人為的な要因の一つには考えら

れるんじゃないかと思うのです。 

それで今、村長、具体的な理由は特定する

のは無理ですということだったんですけど、

今後、これは時間の掛かることだと思うんで

すけれども、もし人為的な理由でそういう土

砂が堆積されるようであれば、何らかの規制

をかけるというような、未来に向かって検討

するということの考えはないのか伺いたいと

思います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 河川を守るための規

制ということでの御質問でありますけれども、

関係法令としては、水質汚濁防止法、それと

水源地域対策特別措置法がありますが、残念

ながら占冠村はこの法に指定されておりませ

ん。 

いずれにせよ、双珠別川流域面積の大半を

占める国有林において、事業実行に当たり水

質汚濁防止、切土盛土の適切な施工により土

砂流出防止のための措置がとられているもの

と考えておりますが、森林管理署に対し、双

珠別川流域の防止措置などについて問合せ、

その情報を議会とも共有したいと思います。

以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 小林議員。 

○６番（小林潤君） 今、村長最後に、土砂

流出路関係の原因も絶つといいますか、関係

機関のほうにも十分説明して、土砂流入を防
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ぐという回答いただきましたので、私は今日

の段階で、今はこういうことで土砂流入の堆

積を見守ると言ったらおかしいですけども、

やはりこういう状況で推移していくのかなと。

その代わり河川管理者の砂利上げ、これにつ

いては定期的にやってもらうようさらなる要

請をお願いしたいと思います。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） これで６番、小林潤

議員の一般質問を終わります。 

 一般質問中ですが、ここで２時10分まで休

憩します。 

休憩 午後２時02分 

再開 午後２時10分 

○議長（児玉眞澄君） 休憩前に引き続き会

議を開きます。 

一般質問を続けます。最後になります。３

番、細谷誠議員。 

○３番（細谷誠君） ＩＣＴ利活用、ＤＸデ

ジタルトランスフォーメーション推進につい

てということで、このアナログな私が立ち入

ることも踏み込むことも難しい題にあえて質

問、確認させていただきます。 

村政執行方針において、デジタル社会の実

現に向け、基幹業務システムの統一、標準化、

システムの移行を進め、行政運営の効率化を

進めるとありますが、これはＩＣＴ、デジタ

ル化による変革で住民サービスの利便性向上

と業務の効率化を推進することだと思います

が、具体的に各担当部署などでどのように進

めているのか伺います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長 

○村長（田中正治君） 細谷議員の御質問に

お答えをいたします。 

私もアナログですので、教えられた情報に

基づいてお答えをしたいと思いますけれども、

令和３年５月に制定された地方公共団体情報

システムの標準化に関する法律に基づきまし

て、20の標準化対象事務が定められました。 

自治体情報システムの標準化につきまして

は、全ての自治体が標準化対象事務に係る基

幹業務システムを国が示す標準準拠システム

に移行することとされていることから、関係

部署のスタッフを対象とした標準化に向けた

説明会も開催をしているところであります。 

現在、担当部署と協力事業者との間でシス

テム移行の準備を進めておりまして、今年度

は既存システムデータの調査、分析を行なっ

ているところです。 

この件につきましては、デジタル基盤改革

支援補助金を活用しながら、令和７年度末ま

でにシステム移行ができるよう、現在進めて

いる状況であります。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 細谷議員。 

○３番（細谷誠君） 今答弁いただいたよう

に、システム移行、国が示す地方公共団体情

報システムの標準化に関する法律ということ

で、令和７年度末までに努力義務としてガバ

メントクラウドを導入。 

村はこのガバメントクラウドを利用するの

か、今までの自治体クラウド、または他の環

境を利用するのかお伺いします。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 御質問のクラウドで

ありますけれども、ガバメントクラウドを使

うことを確認をさせていただきました。 

○議長（児玉眞澄君） 細谷議員。 

○３番（細谷誠君） 各担当部署と業者とが

調整をしているということでしたけども、推

進委員会とかプロジェクトチーム、そういっ

たものは作ってはいないのですか。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 議員言われるような

協議会的なものは設置をしておりません。 

現在20業務のうち、戸籍を中心とした住民
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課系、このシステムの企画系で打合せをしな

がら現在進めているというのが現況でありま

す。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 細谷議員。 

○３番（細谷誠君） 二つ目の質問のところ

にも出てきますけれども、今の体制で村長が

この執行方針で出している目標に到達できる

でしょうか。 

もう少し、人材というか、推進委員会、プ

ロジェクトチームを強固に組んでやるべきと

思うのですが、まず国が示すＤＸ推進体制の

構築に向けた取組内容ということで、１、組

織体制の整備、２、デジタル人材の確保育成、

３、計画的な取組、などとあります。 

この１、組織体制の整備については、首長

自らが変革に強い意識を持ってコミットメン

ト、各課横断のＤＸ推進委員会などを推進し

て体制を構築し、取り組むべきと思うのです

が、いかがでしょうか。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 先ほど言った１から

３項目の目標は何のデータかわからなかった

んですけども、質問の趣旨の首長自らこのＤ

Ｘをしっかりやるために先頭になれと、いう

ように聞こえたんですが、私もこっちのほう

は苦手なんですけども、町村会において、で

きれば広域的な対応ができないかというよう

な勉強会を、振興局を中心に作ってできれば、

広域連携をしながらそういったデジタル化に

対応していこうというような話はまではいっ

ておりますけども、個別、個々になりますと

そこのところが首長までおりてきてないとい

うのが現状でありますので、今御指摘の点に

ついては心して取り組みたいと思います。 

○議長（児玉眞澄君） 細谷議員。 

○３番（細谷誠君） 二つ目ですが、第５次

占冠総合計画の随所に、ＩＣＴ活用によるＤ

Ｘ施策として、ＡＩやＲＰＡ、ロボティック

プロセスオートメーションの活用による行政

事務効率化、オープンデータ活用による利便

性の向上、情報セキュリティ対策、デジタル

人材の育成、自治体クラウドの推進など、そ

れぞれの部署で施策計画されていますが、Ｉ

ＣＴ利活用、ＤＸ推進には職員のコンセンサ

スがとられていない状況と感じます。 

いま一度、各施策の現状や課題を抽出し、

包括的な分かりやすい基本施策を計画し、一

丸となって取り組む必要があると思います。

この一丸となってというのは、先ほど言いま

した、村長が固い意思を持って、また推進委

員会等を作って進んでいく必要があると思い

ます。考えをお伺いします。 

○議長（児玉眞澄君） 村長 

○村長（田中正治君） ＩＣＴの利活用、Ｄ

Ｘ推進につきましては、村が所有しておりま

す電子申請システムにより、住民からの手続

き申請や行事の受付、あるいはアンケート調

査など可能な範囲で現在活用をしております。 

住民の利便性を高めながら、職員の業務効

率化にもつながることから、職員向けの研修

も継続的に実施し、対象業務を広げていきた

いと考えております。 

ＤＸ施策については、様々な選択肢があり

ますが、当村の実情に合った取組ができるよ

う、全体で取り組める推進施策を検討しなが

ら、各担当課から始められる取組も全体化し

ていく形で推進をし、他の自治体の事例など

も参考にしながら、取り進めてまいりたいと

考えております。 

○議長（児玉眞澄君） 細谷議員。 

○３番（細谷誠君） 先ほど、各部署で施策

計画されているもの、これを見返していくと

少子高齢化、人口減少進んで行政資源がます

ます制約されていく中、先ほども下川議員、
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木村議員のほうから質問提案等があったと思

いますが、外国人対応や住民の生活スタイル、

ニーズが多様化している中、行政手続のオン

ライン化、ＩＣを活用した書かせない、書か

ない、待たない、迷わない、行かせないとい

うような、いわゆる書かないワンストップ窓

口、今まさにこのことだと思うんですが、こ

ういった住民と行政の接点、フロントヤード

の改革が必要と思いますが、取り組む考えは

ないか伺います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長 

○村長（田中正治君） 御質問の件でありま

すけれども、行政手続き等の処理においてこ

ういうＩＣＴ活用というのは、大変重要であ

るという認識は変わりません。 

ただ、先ほど申し上げましたとおり、推進

施策を検討しながら、各担当課から始められ

る取組も全体化していくということで、全て

においてこれをやろうとすると莫大な経費が

かかると思っています。 

その中で、国がどこまで助成をして地元負

担がなくなればやるのかっていうところは、

まだはっきり見えていない状況の中で、将来、

やることに向かって準備することは大事だと

思いますけども、現状で一気にこれをクリア

していくのはなかなか難しい課題というふう

に私の中では思っております。 

質問の趣旨にちょっとずれたかもしれませ

んが、そういった認識でいるということで御

理解いただければと思います。 

○議長（児玉眞澄君） 細谷議員。 

○３番（細谷誠君） 私もいろいろ調べたん

ですけども、やはりＩＣＴ、ＩＯＴ、そうい

ったものを導入したからといって、こんな簡

単にＤＸ推進はできない、また、莫大なお金

がかかるというのも感じております。 

そんな中で政府が支援策もいろいろ出して

おりますので、そういったところをぜひ検討

いただいて、先ほど言いました体制なども含

めて、職員のコンセンサスをとっていただい

て進んでいただければと。またこの件に関し

ては私も勉強して質問させていただきたいと

思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（児玉眞澄君） これで３番、細谷誠

議員の一般質問を終わります。 

以上をもって一般質問を終わります。 

 

◎日程第４・認定第１号 

○議長（児玉眞澄君） 続いて、日程第４、

認定第１号、令和５年度占冠村一般会計及び

各特別会計歳入歳出決算認定についての件を

議題とします。 

本件について、決算特別委員会の報告を求

めます。決算特別委員会委員長、細谷誠議員。

○決算特別委員長（細谷誠君） それでは、

審議資料10ページをお開きください。 

令和６年９月19日開催の令和６年第４回占

冠村議会定例会において決算特別委員会に付

託された認定第１号、令和５年度占冠村一般

会計及び特別会計歳入歳出決算認定について

の審査結果を読み上げて報告いたします。 

令和６年10月31日、占冠村議会議長児玉眞

澄様。 

占冠村議会決算特別委員会、委員長、細谷

誠。 

委員会審査報告書。本委員会に付託された

事件は審査の結果とおり決定したので、占冠

村議会会議規則76条の規定により報告します。 

１、事件の番号、令和６年第４回占冠村議

会定例会認定第１号。 

２、件名、令和５年度占冠村一般会計及び

各特別会計歳入歳出決算認定について。 

３、審査日、令和６年10月30日31日、２日

間。 
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４、審査の結果、認定する。 

以上で報告を終わります。 

○議長（児玉眞澄君） これから、認定第１

号、令和５年度占冠村一般会計及び各特別会

計歳入歳出決算認定についての件を採決しま

す。 

この採決は起立によって行います。 

本件に対する委員長報告は認定です。 

委員長の報告のとおり認定することに賛成

の方は起立願います。 

（起立多数） 

○議長（児玉眞澄君） 起立多数です。 

したがって、認定第１号は委員長報告のと

おり認定することに決定しました。 

 

◎日程第５・承認第１号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第５、承認第１

号、専決処分につき承認を求めることについ

ての件を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。総務課長、三

浦康幸君。 

○総務課長（三浦康幸君） それでは、議案

書１ページをお願いいたします。 

承認第１号、専決処分につき承認を求める

ことについて御説明申し上げます。 

本件は、緊急執行を要したので、地方自治

法第179条第１項の規定により、別紙専決処

分書のとおり処分したので、同条第３項の規

定により報告し、議会の承認を求めるもので

ございます。 

議案書２ページをお願いいたします。 

本専決処分の内容は、先の衆議院議員選挙

による令和６年度占冠村一般会計補正予算第

５号で、歳入歳出それぞれ420万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ29億

3,820万円とするものでございます。 

歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、第１表歳入歳出予算補正によりま

す。 

以下、第１表歳入歳出予算補正により御説

明申し上げます。 

議案書３ページをお願いいたします。 

歳入から御説明申し上げます。14款、国庫

支出金、３項、委託金は410万円の増額。 

19款、繰越金、１項、繰越金は10万円の増

額。 

歳入合計で420万円の増額でございます。 

続きまして、４ページをお願いいたします。 

歳出について御説明申し上げます。 

２款、総務費、４項、選挙費は420万円の

増額。 

歳出合計も420万円の増額でございます。 

以上、御説明申し上げました。御承認のほ

どよろしくお願い申し上げます。 

○議長（児玉眞澄君） これで提案理由の説

明を終わります。 

これより質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。 

これをもって討論を終わります。 

これから承認第１号専決処分につき承認を

求めることについての件を採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は原案のとおり承認することに賛成の

方は起立願います。 

（起立多数） 

○議長（児玉眞澄君） 起立多数です。 
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したがって、承認第１号は原案のとおり承

認することに決定しました。 

 

◎日程第６・議案第１号から 

日程11、議案第６号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第６、議案第１

号、占冠村総合センター条例の一部を改正す

る条例を制定することについての件から、日

程第11、議案第６号、占冠村職員の育児休業

等に関する条例の一部を改正する条例を制定

することについてまでの件、６件を一括議題

とします。 

提案理由の説明を求めます。総務課長、三

浦康幸君。 

○総務課長（三浦康幸君） それでは、議案

書、11ページをお願いいたします。 

占冠村総合センター条例の一部を改正する

条例を制定することについて、御説明申し上

げます。 

本件は、障害を理由とする差別の解消の推

進に関する法律の改正に伴い、本条例に必要

な改正を行うものでございます。 

この条例は公布の日から施行しようとする

ものでございます。 

御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

続きまして、議案書13ページをお願いいた

します。 

議案第２号、占冠村議会議員の議員報酬及

び費用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例を制定することについて御説明申し上げ

ます。 

本件は、人事院勧告に準じ、本条例第５条

第２項に規定する期末手当を改正するもので

ございます。 

内容は、第１条において、令和６年度12月

期分を現行の100分の225から100分の235に改

めるものと、第２条において、令和７年度期

末手当の６月期分及び12月期分をそれぞれ

100分の230に改めようとするものでございま

す。 

この条例の施行期日等につきましては、附

則に記載のとおりでございます。 

以上、御審議のほどよろしくお願い申し上

げます。 

続きまして、議案書15ページをお願いいた

します。 

議案第３号、特別職の職員で常勤のものの

給与に関する条例の一部を改正する条例を制

定することについて御説明申し上げます。 

本件につきましても、人事院勧告に準じ、

期末手当を改正するものでございます。 

具体的な期末手当の改正内容につきまして

は、ただいま議案第２号で御説明差し上げた

ものと同様でございます。 

施行期日等につきましても、附則に記載の

とおりでございます。 

以上、御審議のほどよろしくお願い申し上

げます。 

続きまして、議案書17ページをお願いいた

します。 

占冠村職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例を制定することについて御説明申

し上げます。 

本件も、人事院勧告に準じ、一般職の給与

及び各種手当に所要の改正を行うものでござ

います。 

第１条は、令和６年度の職員の期末手当に

ついて、12月期分を現行100分の122.5から、

100分の127.5に改めるもの、及び職員の勤勉

手当について12月期分を現行100分の102.5か

ら100分の107.5に改めるもの、そして再任用

職員の期末勤勉手当及び一般職の給料表につ

いて所要の改正を行うものでございます。 

第２条は、令和７年度の職員の期末手当に
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ついて、６月期分及び12月期分を、100分の

125に改めるもの、及び６月期分及び12月期

分の勤勉手当を100分の105に改めようとする

もの、そして再任用職員の期末勤勉手当につ

いても所要の改正を行うものでございます。 

施行期日等につきましては、議案書の附則

に記載させていただいているとおりでござい

ます。 

以上、御審議のほどよろしくお願い申し上

げます。 

続きまして、議案書25ページをお願いいた

します。 

議案第５号、占冠村会計年度任用職員の給

与及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例を制定することについて、御説明申し

上げます。 

本件は、会計年度任用職員の処遇改善を図

るため、会計年度任用職員の期末手当を、現

行の年2.6月から年2.7月へ改正しようとする

ものでございます。 

施行期日等につきましては、議案書附則に

記載のとおりでございます。 

以上、御審議のほどよろしくお願い申し上

げます。 

続きまして、議案書29ページをお願いいた

します。 

議案第６号、占冠村職員の育児休業等に関

する条例の一部を改正する条例を制定するこ

とについて、御説明申し上げます。 

本件は、令和７年４月から会計年度任用職

員に勤勉手当を支給することができるように

なることに伴い、育児休業中の会計年度任用

職員についても勤勉手当を支給することがで

きるよう、所要の改正を行おうとするもので

ございます。 

この条例は令和７年４月１日から施行しよ

うとするものでございます。 

以上、御提案申し上げますので、御審議の

ほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（児玉眞澄君） これで提案理由の説

明を終わります。 

 

◎日程第12・議案第７号から 

日程16、議案第11号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第12、議案第７

号、令和６年度占冠村一般会計補正予算第６

号の件から、日程第16、議案第11号、令和６

年度占冠村公共下水道事業会計補正予算第３

号までの件、５件を一括議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

議案第７号について、総務課長、三浦康幸

君。 

○総務課長（三浦康幸君） それでは、議案

書31ページをお願いいたします。 

議案第７号、令和６年度占冠村一般会計補

正予算第６号につきまして御説明申し上げま

す。 

令和６年度占冠村一般会計補正予算第６号

は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

7,680万円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ30億1,500万円としようと

するものでございます。 

歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、第１表歳入歳出予算補正によりま

す。 

地方債の追加は、第２表地方債補正により

ます。 

内容につきましては、第１表により御説明

申し上げます。 

議案書32ページをお願いいたします。 

歳入から御説明申し上げます。 

14款、国庫支出金、１項、国庫負担金は

354万1,000円の増額。２項、国庫補助金、31
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万6,000円の増額。 

15款、道支出金、１項、道負担金は106万

5,000円の増額。２項、道補助金、 304万

5,000円の減額でございます。 

16款、財産収入、２項、財産売払収入は、

116万4,000円の増額。 

17款、１項、寄附金は4,000万円の増額で

ございます。 

18款、１項、繰入金は191万8,000円の減額。 

19款、１項、繰越金は3,307万7,000円の増

額。 

21款、１項、村債は260万円の増額でござ

います。 

歳入の合計は7,680万円の増額でございま

す。 

続きまして、歳出について御説明申し上げ

ます。 

１款、１項、議会費、14万5,000円の増額。 

２款、総務費、１項、総務管理費は6,060

万4,000円の増額。３項、戸籍住民基本台帳

費は31万7,000円の増額。 

３款、民生費、１項、社会福祉費は494万

3,000円の増額。２項、児童福祉費は97万

9,000円の増額。 

４款、衛生費、１項、保健衛生費は58万

1,000円の増額。 

６款、農林業費、１項、農業費は197万

4,000円の減額。２項、林業費は473万7,000

円の減額。 

７款、１項、商工費、200万円の増額。 

８款、土木費、１項、道路橋梁費は950万

円の増額。３項、住宅費、390万円の増額。 

10款、教育費、２項、小学校費は 10万

5,000円の増額。３項、中学校費、11万7,000

円の増額。４項、社会教育費、７万円の増額。

５項、保健体育費、250万円の増額。 

歳出の合計7,680万円の増額でございます。 

以上、御提案申し上げますので、御審議の

ほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（児玉眞澄君） 議案第８号について、

住民課長、伊藤俊幸君。 

○住民課長（伊藤俊幸君） 議案書53ページ

をお開き願います。  

議案第８号、令和６年度占冠村国民健康保

険事業特別会計補正予算第３号についての提

案内容の御説明を申し上げます。 

令和６年度占冠村国民健康保険事業特別会

計補正予算第３号は、歳入歳出予算の総額に

歳入歳出それぞれ50万円を追加し、歳入歳出

予算の総額を1億4,150万円にしようとするも

のであります。 

歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、第１表歳入歳出予算補正によりま

す。 

54ページをお開き願います。 

第１表、歳入歳出予算補正により歳入から

御説明いたします。 

１款、１項、国民健康保険税は480万円の

減額。 

４款、１項、道補助金は50万円の増額。 

５款、１項、繰入金は280万円の増額。 

６款、１項、繰越金は200万円の増額です。 

55ページ、歳出は２款、保険給付費、４項、

出産育児諸費、50万円の増額です。 

56ページから63ページまでは事項別明細書

でございます。 

以上、御提案申し上げますので、御審議く

ださいますようよろしくお願いいたします。 

○議長（児玉眞澄君） 議案第９号について、

福祉子育て支援課長、岡崎至可君。 

○福祉子育て支援課長（岡崎至可君） 議案

書65ページをお願いいたします。 

議案第９号、令和６年度占冠村介護保険特
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別会計補正予算第２号について説明を申し上

げます。 

令和６年度占冠村介護保険特別会計補正予

算第２号は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ70万円を追加し、歳入歳出予算の総

額を1億2,360万円にしようとするものであり

ます。 

66ページをお願いいたします。 

第１表、歳入歳出予算補正により御説明申

し上げます。歳入から御説明申し上げます。 

７款、繰入金、１項、一般会計繰入金、50

万6,000円の増額です。 

８款、１項、繰越金19万4,000円の増額で

す。 

67ページをお願いいたします。歳出となり

ます。 

１款、総務費、１項、総務管理費、31万

6,000円の増額です。 

３款、１項、地域支援事業費、19万円の増

額です。 

４款、諸支出金、１項、償還金及び還付加

算金、19万4,000円の増額です。 

68ページから73ページは事項別明細書とな

っております。 

以上で議案第９号の説明を終わります。 

よろしく御審議のほど、お願い申し上げま

す。 

○議長（児玉眞澄君） 議案第10号から議案

第11号については、建設課長、小林昌弘君。 

○建設課長（小林昌弘君） 議案書75ページ

お願いいたします。 

議案第10号、令和６年度占冠村簡易水道事

業会計補正予算第２号について御説明申し上

げます。 

総則、第１条、令和６年度占冠村簡易水道

事業会計補正予算第２号は次に定めるところ

による。 

収益的収入及び支出、第２条、令和６年度

占冠村簡易水道事業会計予算第３条に定めた

収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 

支出、第１款、簡易水道事業費用、第１項、

営業費用、161万2,000円の増額。 

第２項、営業外費用、９万7,000円の増額。 

第３項、特別損失、20万9,000円の減額で

ございます。 

資本的収入及び支出、第３条、予算第４条

本文括弧書き中、不足額4,854万4,000円を不

足額4,824万4,000円に、引継金950万円を引

継金920万円に改め、資本的支出の予定額の

一部を次のとおり補正する。 

第１款、簡易水道事業資本的支出、第１項、

建設改良費、30万円の減額でございます。 

第４条、予算第８条に定めた経費の金額を

次のように改める。 

職員給与費、補正予定額、61万3,000円の

増額でございます。 

76ページです。76ページは令和６年度簡易

水道事業会計補正予算第２号の実施計画書で

ございます。 

77ページ、令和６年度占冠村簡易水道事業

会計補正予算第２号、収益的支出の明細書、

78ページが資本的支出の明細書でございます。 

79ページ、令和６年度占冠村簡易水道事業

予定キャッシュフロー計算書でございます。 

業務活動によるキャッシュフローは4,525万

1,703円。 

投資活動によるキャッシュフローはマイナ

ス1,255万7,000円。 

財務活動によるキャッシュフローはマイナ

ス4,178万7,000円。 

資金期末残高は771万7,229円でございます。 

続きまして81ページをお願いいたします。 

議案第11号、令和６年度占冠村公共下水道

事業会計補正予算第３号について御説明いた
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します。 

総則、第１条、令和６年度占冠村公共下水

道事業会計補正予算第３号は次に定めるとこ

ろによる。 

収益的収入及び支出、第２条、令和６年度

占冠村公共下水道事業会計予算第３条に定め

た収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 

第１款、下水道事業費用、第１項、営業費

用、92万4,000円の増額。 

第２項、営業外費用、８万2,000円の増額。 

第３項、特別損失、58万5,000円の減額で

ございます。 

第３条、予算第８条に定めた経費の金額を

次のように改める。 

職員給与費、補正予定額、16万円の増額で

ございます。 

82ページです。令和６年度占冠村公共下水

道事業会計補正予算第３号の実施計画書でご

ざいます。 

83ページが令和６年度占冠村公共下水道事

業会計補正予算第３号、収益的支出の明細書

でございます。 

84ページです。令和６年度占冠村公共下水

道事業、予定キャッシュフロー計算書でござ

います。 

業務活動によるキャッシュフローは2,282

万円。 

投資活動によるキャッシュフローはマイナ

ス2,152万8,000円。 

財務活動によるキャッシュフローはマイナ

ス840万7,000円。 

資金期末残高は2,003万2,479円でございま

す。 

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（児玉眞澄君） これで提案理由の説

明を終わります。 

 

◎散会宣言 

○議長（児玉眞澄君） 以上で本日の日程は

すべて終了しました。 

これで本日の会議を閉じます。本日はこれ

で散会します。 

散会 午後２時56分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

地方自治法第123条第２項の規定により署名する。 

 令和 ７年 ２月２０日  

占冠村議会議長  児玉 眞澄 

    （署名議員） 

占冠村議会議員  細谷 誠 

 

 

占冠村議会議員  下川 園子 
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令和６年第５回占冠村議会定例会会議録（第２号） 

令和６年１２月１３日（金曜日） 

 

○議事日程 

    議長開議宣言（午前10時） 

日程第１ 議案第１号 占冠村総合センター条例の一部を改正する条例を制定することにつ

いて 

日程第２ 議案第２号 占冠村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改

正する条例を制定することについて 

日程第３ 議案第３号 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条

例を制定することについて 

日程第４ 議案第４号 占冠村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定するこ

とについて 

日程第５ 議案第５号 占冠村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例を制定することについて 

日程第６ 議案第６号 占冠村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を制定

することについて 

日程第７ 議案第７号 令和６年度占冠村一般会計補正予算（第６号） 

日程第８ 議案第８号 令和６年度占冠村国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第９ 議案第９号 令和６年度占冠村介護保険特別会計補正予算（第２号） 

日程第10 議案第10号 令和６年度占冠村簡易水道事業会計補正予算（第２号） 

日程第11 議案第11号 令和６年度占冠村公共下水道事業会計補正予算（第３号） 

日程第12  議員派遣の件 

日程第13  閉会中の継続調査申出 

追加日程第１ 議案第12号 財産の取得について 

追加日程第２ 議案第13号 令和６年度占冠村一般会計補正予算（第７号） 

 

○出席議員（８人） 

 議長   ８番 児 玉 眞 澄 君   副議長 １番 大 谷 元 江 君 

 ２番 木 村 一 俊 君       ３番 細 谷   誠 君 

４番 下 川 園 子 君       ５番 藤 岡 幸 次 君 

      ６番 小 林   潤 君       ７番 小 尾 雅 彦 君 

 

○欠席議員（０人） 

 

○出席説明員 

（長部局）     
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農 林 課 長 鈴 木 智 宏  林 業 振 興 室 長 杉 村 政 彦 

建 設 課 長 小 林 昌 弘  住 民 課 長 伊 藤 俊 幸 

福祉子育て支援課長 岡 崎 至 可  ト マ ム 支 所 長 石 坂 勝 美 

会 計 管 理 者 合 田   幸  総 務 担 当 主 幹 野 原 大 樹 
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○出席事務局職員 

事 務 局 長 高 桑   浩  主 査 田 中 健士郎 



  

開会 午前10時00分 

 

◎開会宣言 

○議長（児玉眞澄君） 改めまして、皆さん

おはようございます。本日もどうぞよろしく

お願いいたします。 

ただいまの出席議員は８名です。定足数に

達しておりますので、これから本日の会議を

開きます。 

 

◎議事日程 

○議長（児玉眞澄君） 本日の議事日程は、

あらかじめお手元に配布したとおりです。 

 

◎日程第１・議案第１号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第１、議案第１

号、占冠村総合センター条例の一部を改正す

る条例を制定することについての件を議題と

します。 

これより質疑を行います。質疑はありませ

んか。２番、木村議員。 

○２番（木村一俊君） おはようございます。 

総合センターの条例を改正するということで、

この条例自体が昭和46年という古い条例で、

精神異常者という文言が入っていたわけです

けども、今だったらあまり考えられないこと

だと思うんです。 

そして、要旨にありました障害者差別解消

法、この改正に合わせてということで書いて

ありますけども、この解消法の改正の中身を

見てみますと、主なものは事業者による障が

いのある人への合理的配慮の提供が、改正前

は努力義務であったのが、義務化されるとい

うことがメインになっているわけなんですけ

ども、改正に合わせて文言を訂正するという

ことよりも、本来だったらもっと早めに消さ

れるべき文言でなかったのかと思うんですけ

ども、その辺のことをお聞きするのと、もう

一点、村の例規集、障がい者関係のところを

見ますと、障がい者計画等策定委員会の設置

条例とか障がい関係の交通費の補助とか、そ

ういう関係の条例はあるんですけども、障害

者差別解消条例というのがないので、そうい

う条例をつくる考えはあるのかどうか、以上

二点伺います。 

○議長（児玉眞澄君） 総務課長。 

○総務課長（三浦康幸君） 御質問にお答え

いたします。 

議員言われるとおり、精神異常者という表

現はかなり昔から使われなくなってきており、

精神障がい者という表現に変わってきている

ことと思います。もっと早く改正すべきであ

ったのではないかという議員の御意見につき

ましては一理あると考えております。 

今後もこういった、不適切と考えられる文

言につきましては、積極的に改正に努めてま

いりたいと考えております。 

あと、この障害者条例の関係でございます

けれども、法令の中で合理的配慮が義務付け

られたということになってございます。 

国の通知、通達、その中でまだまだこの合

理的配慮の内容というのは定まっていない状

況で、それぞれの自治体、それぞれの企業の

中でできる限りのことをやっていくという内

容に留まってございます。 

いずれにしろ、条例というところまでは今

のところ考えておりませんが、今後とも勉強

してまいりたいと考えております。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 他に質疑ありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ
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んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。 

これをもって討論を終わります。 

これから、議案第１号、占冠村総合センタ

ー条例の一部を改正する条例を制定すること

についての件を採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は起立願います。 

（起立多数） 

○議長（児玉眞澄君） 起立多数です。 

したがって、議案第１号は原案のとおり可

決されました。 

 

◎日程第２、議案第２号 

○議長（児玉眞澄君） 続いて、日程第２、

議案第２号、占冠村議会議員の議員報酬及び

費用弁償等に関する条例の一部を改正する条

例を制定することについての件を議題としま

す。 

これより質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。 

これをもって討論を終わります。 

これから、議案第２号、占冠村議会議員の

議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

を改正する条例を制定することについての件

を、採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は起立願います。 

（起立多数） 

○議長（児玉眞澄君） 起立多数です。 

したがって、議案第２号は原案のとおり可

決されました。 

 

◎日程第３・議案第３号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第３、議案第３

号、特別職の職員で常勤のものの給与に関す

る条例の一部を改正する条例を制定すること

についての件を議題とします。 

これより質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。 

これをもって討論を終わります。 

これから、議案第３号、特別職の職員で常

勤のものの給与に関する条例の一部を改正す

る条例を制定することについての件を採決し

ます。 

この採決は起立によって行います。 

本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は起立願います。 

（起立多数） 

○議長（児玉眞澄君） 起立多数です。 

したがって、議案第３号は原案のとおり可

決されました。 

 

◎日程第４・議案第４号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第４、議案第４

号、占冠村職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例を制定することについての件を
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議題とします。 

これより質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。 

これをもって討論を終わります。 

これから、議案第４号、占冠村職員の給与

に関する条例の一部を改正する条例を制定す

ることについての件を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は起立願います。 

（起立多数） 

○議長（児玉眞澄君） 起立多数です。 

したがって、議案第４号は原案のとおり可

決されました。 

 

◎日程第５・議案第５号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第５、議案第５

号、占冠村会計年度任用職員の給与及び費用

弁償に関する条例の一部を改正する条例を制

定することについての件を議題とします。 

これより質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。 

これをもって討論を終わります。 

これから、議案第５号、占冠村会計年度任

用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例を制定することについての

件を採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は起立願います。 

（起立多数） 

○議長（児玉眞澄君） 起立多数です。 

したがって、議案第５号は原案のとおり可

決されました。 

 

◎日程第６・議案第６号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第６、議案第６

号、占冠村職員の育児休業等に関する条例の

一部を改正する条例を制定することについて

の件を議題とします。 

これより質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。 

これをもって討論を終わります。 

これから、議案第６号、占冠村職員の育児

休業等に関する条例の一部を改正する条例を

制定することについての件を採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は起立願います。 

（起立多数） 

○議長（児玉眞澄君） 起立多数です。 

したがって、議案第６号は原案のとおり可

決されました。 
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◎日程第７・議案第７号 

○議長（児玉眞澄君） 議案第７号、令和６

年度占冠村一般会計補正予算第６号の件を議

題とします。 

これより質疑を行います。 

質問者は、ページ数を明らかにし、質疑、

答弁は要点を明確に簡潔に発言してください。 

質疑はありませんか。２番、木村議員。 

○２番（木村一俊君） まず48ページです。 

６款、農林業費、２目、農業振興費、18節

の農業振興新規就農等支援対策補助金、2077

の減額となっております。 

当初予算は、5720ということで、結構な減

額になっているわけですけども、この減額に

なった中身、農業従事者継続奨励金だとか就

農資金だとかいろいろとあると思うんですけ

ども、どういう内容が減額になったのかとい

うこと。これだけ減額になるということは、

村の農業関係の衰退につながるので、これか

ら農業についてどういう対応をしていくのか

も含めてお尋ねいたします。 

それから49ページ、７款の商工費のところ

で、修繕費、180万の修繕費があるわけなん

ですけども、想定するには、元有限会社Ｏさ

んの道の駅関係の修繕費でないかと推測され

るのですが、この修繕の内容について伺うも

のと、今後、行政でフリースペースだとか何

かを作るということであったんですけども、

やはり今後の展開が大事だと思うので、その

辺の説明と修繕の内容を伺いたいと思います。 

以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 農林課長。 

○農林課長（鈴木智宏君） 木村議員の御質

問にお答えいたします。 

６款、１項、２目、農業振興費、18節、負

担金補助及び交付金の農業振興新規就農支援

対策補助金の207万7,000円の減額の内容でご

ざいます。 

こちらにつきましては、当初予算では施設

整備費に300万円の計上がございまして、あ

と機械の購入費の補助金ということで計上し

ておりましたが、いずれも同一の方で新規就

農された方なんですけども、計画どおりでい

けばそういう施設整備もする予定でしたが、

程度のいいトラクター、中古の農業機械がい

いものが出てきたということで、この機を逃

すとまた同程度の機種が買えないということ

で、施設整備のほうを取りやめまして、この

方の残っております整備費、上限300万です

けども、その残りをすべて使わせていただき

たいということで御提案がありまして、営農

のために必要な機械ですのでそちらのほうを

買うということで計画を変更させていただき

まして、減額となっております。 

施設整備につきましては来年度以降考えて

いくということでございますが、この方につ

きましてはちょっと特殊事情がございまして、

就農から３年ないし５年ぐらいで40頭規模を

目指していたんですが、本年度離農される肉

牛農家の方から、親牛を通常価格よりも安い

形で購入されたり、増頭が相当あったもので

すから、どうしても必要な機械があるという

ことで変更しております。 

今後の農業の支援についてですが、イレギ

ュラー的な計画変更もございますけども、村

としましては10月に農業者の意向を確認して、

次年度の計画を進めているところでございま

すけども、今、物価高騰で中古の農業機械も

相当高くなってございますので、どうしても

こういったイレギュラー的なことも出てきて

しまうのかなと思っております。 

ただ、いずれにしましても計画は守ってい

ただいて計画どおりの就農をしていただくよ
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う、こちらとしても協議をしていきたいと思

っております。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 企画商工課長。 

○企画商工課長（平岡卓君） 議案書49ペー

ジ、７款、１項、１目、10節、事業費の修繕

費、180万円の内容の御質問でございます。 

９月の定例議会、それから10月の所管事務

調査で御説明をいたしました、道の駅空きス

ペースの修繕費でございます。 

内容といたしましては、間仕切りの解体、

天井板の張り替え、壁クロスの一部張り替え、

それからエアコンの移設、ストーブの移設、

火災報知機の増設という内容になってござい

ます。 

今後の展開でございますけれども、昨日の

総務産業常任委員会の所管事務調査に関する

報告でも、長期的視点に立って十分な議論に

より取り進めるようということで求められて

おります。 

大規模な改修を伴う施設の検討については

今後の課題と考えておりまして、現在、委託

設計中であります道の駅周辺整備も含めて検

討をしたいという考えでございます。以上で

ございます。 

○議長（児玉眞澄君） 木村議員。 

○２番（木村一俊君） 道の駅関係は分かり

ました。 

48ページの追加なんですけど、新規就農の

ことについては一応村のほうでストップして

いるということなんですが、今後の新規就農

の受入れ体制、それについての考え方につい

て伺いたいと思います。 

○議長（児玉眞澄君） 農林課長。 

○農林課長（鈴木智宏君） 御質問ありまし

た新規就農についての受入れ体制の考え方で

ございますが、現在、数多くはないんですが

後継者不足により離農する農家も散見してご

ざいますので、農地荒廃しないように引受け

手が必要となってきます。 

ただ、現在の規模拡大志向の大規模な農業

者の方が現在は引受けていただいておりまし

て、遊休農地というのが今現在見込まれてお

りません。 

ただ、そうは言っても潜在的に後継者がい

ない農家というのはございますので、ある一

定程度村も立ち止まりまして、どういった形

で受入れて、どういった形で農地を引き渡す

のか、新たな考え方を持った上で進めていか

ないとならないと思っておりますので、御指

摘ありましたとおり今受入れを停止しており

ますけども、その中で十分考えさせていただ

いて、現実的な対応を進めていきたいと思い

ますので、今後とも内部で協議を進めさせて

いただきたいと思っております。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 木村議員。 

○２番（木村一俊君） 今のことに関しても

う一点伺いたいんですけども、１回受入れる

のはいいんですけども、指導する農家のこと

はどうなっているのか、最後にそこだけ聞い

て終わります。 

○議長（児玉眞澄君） 農林課長。 

○農林課長（鈴木智宏君） 受入れ指導農家

でございますけども、他市町村においては、

後継者のいない農業者の方が自治体に相談し

た上で、次の担い手を探していくわけですけ

ども、離農予定者のところに就農研修に入っ

ていただいて、そのままそこの施設等を引き

継ぐという形が一番望ましいのではないのか

なと考えております。 

ただ、先ほど言いましたけども、まだ内部

のほうで煮詰まってございませんので、指導

体制につきましては、ちょっと言葉は選ばず

言わせていただきますけども、既存の農家を

親方として研修をしていただくのが着実な就
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農に向けて一番ではないのかなと考えてござ

います。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 他に質疑ありません

か。５番、藤岡議員。 

○５番（藤本幸次君） 48ページの６款、農

林業費の２項、林業費、１目、林業振興費、

14節、工事請負費です。 

減額、601万7,000円については全協の中で

も一部、概略のざっとした説明ありましたけ

ども、改めて、こちらの減額の背景について、

それぞれ二つありますけれども説明いただき

たいと思います。 

○議長（児玉眞澄君） 林業振興室長。 

○林業振興室長（杉村政彦君） 藤岡議員か

らの御質問にお答えをいたします。 

議案書48ページ、６款、２項、１目、14節、

工事請負費、公有林整備事業、191万9,000円。 

同じく、保育間伐工事、409万8,000円の減

額の内訳事由でございます。 

保育間伐工事につきましては、南富良野町

の落合地区にございます61林班２小班は5.52

ヘクタール。シラカバの40年生の林分でござ

います。 

もう一つが、同じく61林班４小班、3.60ヘ

クタールのトウヒの44年生の林分でございま

す。 

本事業の事業費の一部は公有林整備事業道

補助金を財源とする予定でおりましたが、間

伐の実施箇所が村内ではなく、隣町の南富良

野町であることから、村内の村有林事業と手

続が異なり、南富良野町の森林組合と調整を

行いましたけれども、年度内の事業の実施が

難しいこと及び北海道の補助金の申請が困難

となったということから、本事業を年度内に

実施することは困難だということで判断をい

たしました。 

公有林整備工事に関しましては、村内のタ

ンネナイ地区、53林班17小班の0.98ヘクター

ルでございます。 

富良野地区森林組合と調整をしてまいりま

したけれども、本事業で使用します苗木の確

保が困難いうことから、本事業を年度内に実

施することが困難であるということで判断を

いたしたところでございます。 

前後しましたけれども、0.9ヘクタールで

トドマツ、2,041本植栽ということの予定で

ございます。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 藤岡議員。 

○５番（藤本幸次君） 公有林整備工事につ

いてですが、大きな原因としては要するに苗

木の手当てができなかったということのよう

なんですけども、私も森林組合の組合員の１

人ですから、組合長にこの件について、今年

の苗木の滞りが相当ひどかったようなんです

がどうですかって話したところ、確かに出だ

しのところは非常に滞って皆さんにいろいろ

御迷惑をかけたが、オーダーいただいたもの

についてはほぼ収めましたよと。おかしいで

しょう、だって占冠で2,000本足りないって

話出ていますよ、そんなわけないんじゃない

ですかって聞いたら、ちょっと調べますとい

うことで改めて回答いただきました。 

中身について詳しく聞くと、大体契約がで

きておりませんと。要するに見積り依頼はあ

りましたが、その依頼があったのが10月の半

ば過ぎ、月末にかけてと。それから契約成立

しましたといっても、業者手配はどう考えて

も年度内に終わるわけがないんですよ。 

要するに、ほかしていたって言ったら失礼

な言い方かもしれないけれども、やっぱり動

き出しが余りにも遅過ぎませんか。 

これだと成立しませんよ、誰が考えても。

普通は、業者呼んでこういう計画があるんだ

と、森林組合ならどんどん使えばいいじゃな
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いですか。なぜ予算通過した時点で業者呼ん

で、こういう計画があるんだけども、見積り

をお願いしたいんだと。当然相見積りをかけ

て選定するんでしょうけども、その動き出し

を春のうちからやって、いろいろ検討し、少

なくても夏の終わりには契約整理しないと業

者さんだって手配できませんよ。 

森林組合の肩持つわけじゃないけども、そ

ちらの組合の担当者だったら、10月半ば過ぎ

のオーダー、それは相手だって契約に応えら

れませんよ。ただ、唯一いえば来年に向けて

の見積りをお出しできますというか、会話が

あったかどうかそこまで私は確認していませ

んけども。 

苗木の手配ができませんでしたではなくて、

苗木はあったんですよ、言い方きついけども。

100とは言わないがオーダーあったものにつ

いてはほぼ賄いました、いろいろ手配し森林

組合においては各自治体からのオーダーにつ

いては応えられていますという回答をいただ

いております。 

再度質問します。こちらの背景もう一度回

答いただけますか。 

○議長（児玉眞澄君） 林業振興室長。 

○林業振興室長（杉村政彦君） ただいま藤

岡議員からいただきました御指摘、大変ごも

っともだと思っております。 

年間計画、そしてその予算化された事業が、

年度計画の中で実行する際に、節々での進捗

状況の確認ですとか、あるいは、もう少し具

体的に言うと林業は御指摘のとおり時期もの

ですから、夏から秋にかけて造林の事業は最

盛期を迎えるわけですので、その節々の中で

事業の予定に基づいた契約行為等の準備、そ

ういったものが行われているのかなど、日々

の確認、そういったものが重要ということを

改めて認識をしたところでございます。 

そういう事情でございますので、議員御指

摘の内容を踏まえてこのことを教訓といたし

まして日々当たってまいりたいと考えている

ところでございます。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 藤岡議員。 

○５番（藤本幸次君） 結果は結果で残念で

すけども、このような結果になってしまった。 

これを踏まえて、今後に向けてという室長

のお話がありました。 

それはそのとおりやっていただかなきゃい

けないし、大事なところは今回一つ言えるこ

とは、業者さんもこれだけの仕事が村内であ

ったんですが、これを失っている。林業振興

しなきゃいけないという中で非常に残念な話

です。 

だから、今回のこの反省を踏まえて、室長

のみじゃなくグループで共有してほしい。こ

ういうことは、室長だけがまずいなでは、そ

れで風化して終わりなんですよ。人が変われ

ばそれで終わっちゃうではなくて、やっぱり

グループの中でこういう結果起きてしまった

んだけど、同じことを来年、再来年と繰り返

さないようにどうしていくかと。やっぱりこ

れはグループ内で大いに反省いただきたいと

思います。 

再度お願いいたします。 

○議長（児玉眞澄君） 林業振興室長。 

○林業振興室長（杉村政彦君） ただいま御

指摘いただきました。 

組織として業務に当たってございますので、

本日の御質問を踏まえて、全体で共有をしな

がら日々の業務に当たってまいりたいという

ことでございます。以上でございます。 

○議長（児玉眞澄君） 他に質疑ありません

か。１番、大谷議員。 

○１番（大谷元江君） 議案書50ページです。 

８款、土木費、３項、住宅費、１目、住宅
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管理費の中の需用費、修繕費の310万円の予

算ですが、議運でお伺いしておりましたけど

もトマム火災現場の処理分ということと、新

年度は建て直しをしますよということで回答

いただいておりましたが、もう少し詳しく。

310万円は火災の処理分ということでしたけ

ども、隣にもう１件あったと思うんですが、

その分は解体をするという意味で全体の立て

直しになるのかということと、その下の委託

料の中に村営住宅維持管理業務委託料、少な

いんですが20万計上されております。村営住

宅、あらゆるところにあるかと思いますけど

も、全体の村営住宅の管理なのか、一部分の

村営住宅の管理なのか、そこの辺教えてくだ

さい。 

○議長（児玉眞澄君） 建設課長。 

○建設課長（小林昌弘君） 大谷議員の御質

問にお答えいたします。 

50ページ、８款、３項、１目、10節、需用

費、修繕料、310万円について御説明いたし

ます。 

こちらにつきましては、第２トマム団地、

今、議員からもお話ありました火災のあった

住宅の後片付けというところで、当初予算で

とっていた修繕費の中から、この片付け分を

手数料と機械借上料ということで、流用して

片付けを行なっておりました。 

行なった分を修繕費から流用しているもの

ですから、今度修繕費のほうが足りなくなっ

てきてしまうものですから、今回、12月の定

例会でその分を補正させていただいて住宅の

修繕で対応したいというところで310万円を

増額させていただいているところでございま

す。 

火災現場の立て直しについては、基礎の部

分は一部補修はしなければならないと思いま

すけれども、基礎の部分を利用して同じ形の

住宅を建てるということで、７年度は進めて

いきたいと思っております。 

隣の住宅については取り壊しは行いません。 

ただ、今その真ん中に物置のスペースがあ

るものですから、物置のスペースの一部、隣

の住宅の分が一部消失しておりますので、そ

の辺の処理についても行なっておりますけれ

ども、同じ住宅のものを７年度は建てるとい

うことで進めていきたいと思っております。 

それと、12節の委託料です。村営住宅維持

管理等業務委託料、20万円の増額ですけれど

も、こちらについては、冬季間の空き家の住

宅の屋根の雪下ろしですとか、そういった部

分、例年予算不足となっておりまして、予算

の流用等で対応しているわけでありますけれ

ども、今回手数料のほうで20万円減額いたし

まして、その分を委託料の住宅管理のほうに

充当させていただきまして、増額ということ

で計上させていただいております。以上でご

ざいます。 

○議長（児玉眞澄君） 大谷議員。 

○１番（大谷元江君） トマムの修繕の関係

で、来年度建て直しはそれは結構なんですけ

ども、その隣の部分、類焼の逃れた部分です

けども、火災というのが結構臭いだとかいろ

んな後遺症ありますよね。そういう部分に関

しては、隣に入られる方、どんな状況で元へ

戻るという形になるんでしょうけども、臭い

とか云々が残らない状況っていうのはつくれ

るものですか。隣を新築する意味で、古いほ

うの建物にかなり影響があるのかと思います

けども、その辺考慮した建て替えを行うのか

どうか確認したいと思います。 

○議長（児玉眞澄君） 建設課長。 

○建設課長（小林昌弘君） 御質問にお答え

いたします。 

隣の住宅の臭いに関しましては、火災発生
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直後、私もその部屋の中には入りましたけれ

ども、数か月にわたって臭いはやはりありま

した。 

ただ、今はもうその臭いも消えてないよう

な状況です。 

ただ、隣の一部壁については火災の時の熱

で影響を受けているものですから、そういっ

た部分は張り替えとか対応をしなければいけ

ないと思ってますし、隣の新しく建てた住宅

と同時に、隣の部屋の部分も美装をかけるな

ど、入居には対応できるようには進めてまい

りたいと思っております。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） ほかに質疑ありませ

んか。４番、下川議員。 

○４番（下川園子君） 議案書50ページ、８

款、１項、１目、道路維持費の12節、委託料、

村道管理委託料の500万円の増額理由と、そ

の下13節、使用料及び賃借料の除排雪機械借

上料、こちらの増額、詳細理由を伺います。  

この村道除排雪機械借上料が当初予算で

392万計上されていて、それプラス450万とい

うことなのでこれを増額することによって効

率を上げるための増額なのか、機械を借り上

げる金額が高くなってしまったから増額なの

か、もしくは稼働日数が増えるということな

のか、そういった詳細を伺います。 

○議長（児玉眞澄君） 建設課長。 

○建設課長（小林昌弘君） 下川議員の御質

問にお答えいたします。 

８款、１項、１目、１節、12節、委託料、

村道等管理委託料、500万円の増額理由でご

ざいます。 

村道等管理委託料につきましては、春と夏

の契約と冬場除雪が主になるんですけれども、

そちらの契約２本で契約しておりまして、春

夏の予算額としまして622万7,000円。 

冬の除雪としまして3,039万6,000円。この

二つを合わせまして、村道等管理委託料の当

初予算額、3,662万3,000円になるんですけれ

ども、今回、春と夏の村道等の管理委託、村

道等の維持に関係する部分が、この622万

7,000円を大幅に超過しまして、実績として

1,118万という実績になってございます。約

500万円近く超過しましたので、その分につ

きましては当初予算でとっております冬場の

除雪の分を先食いさせていただいて道路維持

に当たらせていただいたという状況でござい

ますので、その不足の分を今回500万円増額

の計上を上程しているところでございます。 

続きまして、13節、村道等除排雪機械等借

上料でございます。450万円の内訳ですけれ

ども、450万円の内200万円につきましては、

村道等の除排雪に関わる分でございます。 

今現在使用料において、予算残額が290万

円ほどということで、１回当たりの除排雪、

トマム地区ですと180万とか190万円の経費が

かかってきます。 

そうなると、雪の状況にもよるんですけれ

ども、１回しか排雪ができないということも

ありますので、また今年の冬においては雪が

多いという報道もございますので、足りなく

なるかもしれませんけれども、そういったと

ころを加味させていただきまして200万円を

計上させております。 

残りの250万円につきましては、ホロッカ

幾寅線の道道から入りましてや約４キロぐら

いのところに林友橋という橋がありまして、

その林友橋の橋梁の補修工事をこの冬に行い

ます。その林友橋までの道路の除雪分、これ

を250万円計上いたしまして、450万円という

ことで今回増額の補正予算計上させていただ

いております。以上でございます。 

○議長（児玉眞澄君） 他に質疑ありません

か。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。 

これをもって討論を終わります。 

これから、議案第７号、令和６年度占冠村

一会計補正予算第６号の件を採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は原案のとおり決定することに賛成の方

は起立願います。 

（起立多数） 

○議長（児玉眞澄君） 起立多数です。 

したがって、議案第７号は原案のとおり可

決されました。 

 

◎日程第８・議案第８号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第８、議案第８

号、令和６年度占冠村国民健康保険事業特別

会計補正予算第３号の件を議題とします。 

これより質疑を行います。質疑はありませ

んか。２番、木村議員。 

○２番（木村一俊君） 当局の説明によると、

世帯数で227件から146世帯になって被保険者

でいうと330人が229人になる。 

世帯数で81世帯減、被保険者数でいうと

100人以上の減になるということで、結構大

きな減になるわけなんですけども、果たして

国保の運営がうまくいくのかどうかそこが心

配なわけです。 

母体が小さいと本当に大きな病気が出ちゃ

ったらこれも大変なことになるので、その辺

大丈夫なのかどうか、数はこれで正しいかど

うか、その辺を伺うのが１点目。 

それから、この減額が滞納繰越分に与える

影響はどれだけあるのか。 

あと、国保財政調整基金が、令和５年度末

で言うと1,500万ぐらいあって、今回280万、

300万ぐらい出ちゃうので、1,200万ぐらいし

か基金の残高が残らなくなっているんですけ

ども、やはり運営する上である程度基金がな

かったら困るので、その辺の見込みと、結局

人が少なくなって国保の運営が大丈夫かって

こと聞きたいんですけども、課長お願いしま

す。 

○議長（児玉眞澄君） 住民課長。 

○住民課長（伊藤俊幸君） 木村議員の御質

問にお答えさせていただきます。 

まず、被保数の減少等についてでございま

すけども、今、木村議員から言われました内

容について間違いなく、この数字につきまし

ては９月末現在の数字ということで前回を御

説明させていただいております。 

その後、11月末ではどうなのかということ

で調べてみましたら、世帯数で62世帯の減、

被保数で78人の減ということで、大分圧縮さ

れてきている状況にあります。 

滞繰に与える影響というのは調べておりま

せんのでお答えすることができませんけども、

国保の運営状況等でいきますと全国的に見て

も国民健康保険被保険者数というのは減少傾

向にありまして、ただ１人当たりの医療費は

全国的に見ても増えている状況にあります。  

それで、全体的な国保の財政運営というと

ころでいけば、なかなか全国的に厳しい状況

ではあるということを聞いております。 

その中で、北海道全体で財政運営、国保の

財政運営をしてきているところでありまして、

医療費部分につきましては、北海道全体に係

る経費を被保険者数割合の割合等でそれぞれ

の市町村に配分分配されまして、それについ

て納付金に係る部分の国保税を納めてきてい
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るという流れであります。 

例えば、今年大きな病気が出たとしてもそ

れにかかってくる、こちらの村のほうで負担

していく部分については２年後３年後の納付

金の算定のときに負担が計上される流れにな

っております。 

とはいえ、その納付金を払うだけの国保税

を集めていかなければならないというところ

でありまして、急激な納付金の増加につなが

らないように、基金等を活用して進めていき

たいということであります。 

今、木村議員から御指摘のあったとおり、

基金の見込み等でいきますと、今回使うと

1,200万程度になってしまいますけども、今

後の運営状況については、国保税の見直し、

令和12年度には統一保険税ということで、税

率の見直しをしていかなければならない状況

でありまして、占冠村としては低い状況にあ

りますから段階的に上げていかなければなら

ないといったことが言われておりまして、12

年度に向けて税率の改正を検討をしてきてい

るところでありまして、来年度以降に向けて

税率の改正を進めていきたいということで考

えておりまして、どうにか健全な国保の財政

運営ができていけるように、皆さまの御協力

をいただきながら進めていきたいと考えてお

ります。 

ちょっと答弁になったかどうか分かりませ

んが。 

○議長（児玉眞澄君） 木村議員。 

○２番（木村一俊君） 大変な状況になりつ

つあるのは分かったんですけども、みんなで

協力してっていうか、どういう対応をしたら

国保が安定して維持できていくのか、その辺、

当局としてどのように考えているのか伺って

この質問は終わります。 

○議長（児玉眞澄君） 住民課長。 

○住民課長（伊藤俊幸君） 国保財政の安定

的な運営ということでありますけども、これ

につきましては北海道全体での議論も進めら

れてきているところでありまして、市町村と

しては与えられた納付金の額を納められるよ

うに、税収の確保ですとか医療費の減額につ

ながっていくような保健事業の推進ですとか、

皆さまの被保険者の健康管理含めて御協力を

いただきながら、どうにか進めていければな

と考えております。 

○議長（児玉眞澄君） 他に質疑ありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。 

これをもって討論を終わります。 

これから、議案第８号、令和６年度占冠村

国民健康保険事業特別会計補正予算第３号の

件を採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は起立願います。 

（起立多数） 

○議長（児玉眞澄君） 起立多数です。 

したがって、議案第８号は原案のとおり可

決されました。 

議案審議中ですが、ここで、11時５分まで

休憩します。 

休憩 午前10時57分 

再開 午前11時05分 

○議長（児玉眞澄君） 休憩前に引き続き会

議を開きます。 

議事を続けます。 
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◎日程第９・議案第９号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第９、議案第９

号、令和６年度占冠村介護保険特別会計補正

予算第２号の件を議題とします。 

これより質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。 

これをもって討論を終わります。 

これから、議案第９号、令和６年度占冠村

介護保険特別会計補正予算第２号の件を採決

します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は起立願います。 

（起立多数） 

○議長（児玉眞澄君） 起立多数です。 

したがって、議案第９号は原案のとおり可

決されました。 

 

◎日程第10・議案第10号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第10、議案第10

号、令和６年度占冠村簡易水道事業会計補正

予算第２号の件を議題とします。 

これより質疑を行います。質疑はありませ

んか。２番、木村議員。 

○２番（木村一俊君） 77ページ、収益的支

出の１款の３項、特別損失。これの平成５年

度引当金繰入金、これ当初が29万7,000円だ

ったんですが、20万9,000円とかなり減額さ

れているわけなんですけども、この内容を説

明していただきたいのと、その上の償還利子、

過疎債の利息ですか。これ、過疎債の元金は

どれだけなのか教えていただきたい。 

○議長（児玉眞澄君） 建設課長。 

○建設課長（小林昌弘君） 御質問にお答え

いたします。 

77ページ１款、３項、１目、１節、過年度

修正損の20万9,000円の減額でございます。 

こちらにつきましては、当初予算で29万

7,000円計上していたわけでありますけれど

も、当初予算試算するときに計算が誤ってい

まして、１節の過年度修正損で余分に予算を

計上していたということでございます。その

分、その上の３目の総係費の３節、法定福利

費、こちらの分の法定福利費の共済組合分組

合分が不足したものですから、減額した分を

こちらに充当して増額してございます。 

続きまして２目、２項の営業外費用、１節

の企業債、利息、過疎償還利子、過疎債の分

です。 

こちらにつきましては、本年度の現在高で

すけれども、8,581万1,000円でございます。 

増額の理由ですけれども、こちらにつきま

しては、令和５年度に借入れた分の利子の見

直しがありまして、それに伴いまして今回増

額の補正をさせていただいております。以上

でございます。 

すいません、利子じゃありません。利率の

見直しがありまして、今回補正をさせていた

だいております。 

○議長（児玉眞澄君） 他に質疑ありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。 

これをもって討論を終わります。 

これから、議案第10号、令和６年度占冠村

簡易水道事業会計補正予算第２号の件を採決

します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は起立願います。 

（起立多数） 

○議長（児玉眞澄君） 起立多数です。 

したがって、議案第10号は原案のとおり可

決されました。 

 

◎日程第11・議案第11号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第11、議案第11

号、令和６年度占冠村公共下水道事業会計補

正予算第３号の件を議題とします。 

これより質疑を行います。質疑はありませ

んか。２番、木村議員。 

○２番（木村一俊君） 83ページになります。

１款の３項の特別損失のところで、令和５年

度分消費税及び地方消費税確定申告納付金が

これ１回、２号補正で230万の増額であった

のが、３号補正で58万5,000円減額されたわ

けですけども、内容を教えてください。 

あと、令和５年度の決算審査のとき、３月

やったときですか。歳入の村債の資本化平準

化債が１目、下水道で230万、２目の浄化槽

事業で50万が収入未済になっていたので今年

は収入する予定だという説明があったわけな

んですけども、その後どのようになったのか

説明と、補正の１号で910万という企業債の

計上があったんですけども、それの関係を伺

います。 

そして、令和６年度分の当初予算、資本的

収入の１款、下水道事業資本的収入、１項、

企業債、この２目、資本費平準化債、１節、

資本費平準化債。これに下水道事業分として

770万、浄化槽事業分として140万の計上があ

るんですけども、これとの関係もお聞きいた

します。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 建設課長。 

○建設課長（小林昌弘君） 御質問にお答え

いたします。 

１節、過年度修正損の58万5,000円の減額

でございます。 

９月補正で230万円の増額補正を行なって

おりまして、令和５年度の地方消費税及び地

方消費税の納付金につきましては、納付額が

84万8,800円でございます。 

当初、補正に計上するまでに試算を行なっ

ておりましたけれども、その試算では220万

円ほどの納付になるだろうということで試算

をしておりまして、補正予算計上させていた

だいたわけでありますけれども、実際計算の

過程、言葉では申し上げるのは難しいんです

けれども、前年度の繰越金の取扱いについて、

特定収入ですとか、使途不特定の特定収入と

いうのがありまして、こちらの判定の仕方に

よって納付額も変わってくるということが、

ある税理士の方から指導がありまして、それ

に基づいて我々も計算した結果、当初我々が

試算していた220万円よりもはるかに金額が

低い84万8,800円という結果になりましたの

で、下水道のほうにつきましては、このよう

な形で税務署のほうに確定申告を行い、受理

をしていただいているところでございまして、

今回58万5,000円の減額をさせていただいた

ところでございます。 

それと、５年度分の起債280万円がいつ納

入になったかについては、すいません、今納

入日がいつだったかっていうことが手元に資

料ありませんので、調べさせていただきたい
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と思います。 

それと、６月の補正で910万円の補正を１

号補正で上程していたわけでありますけれど

も、こちらにつきましては、６月の定例会で

も申し上げて、おわびを申し上げたんですけ

れども、予算の明細書のほうには、先ほど木

村議員もおっしゃったとおり、資本的収入の

下水道の５ページのほうに、２目の資本費平

準化債ということで910万円の計上が記載は

されているんですけれども、肝心な予算書の

鏡のほうに、この企業債の第５条の表からこ

の910万円が記載されていなかったというと

ころで、追加の補正をさせていただいたとい

うことでございます。以上でございます。 

○議長（児玉眞澄君） 他に質疑ありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。 

これをもって討論を終わります。 

これから議案第11号、令和６年度占冠村公

共下水道事業会計補正予算第３号の件を採決

します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は起立願います。 

（起立多数） 

○議長（児玉眞澄君） 起立多数です。 

したがって、議案第11号は原案のとおり可

決されました。 

 

◎日程第12・議員派遣の件 

○議長（児玉眞澄君） 日程第12、議員派遣

の件を議題とします。 

お諮りします。 

議員派遣の件につきましては、お手元に配

付したとおり、御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。 

よって、議員派遣の件はお手元に配付した

とおり決定しました。 

 

◎日程第13・閉会中の継続調査申出の件 

○議長（児玉眞澄君） 日程第13、閉会中の

継続調査申出の件を議題とします。 

議会運営委員長及び総務産業常任委員長か

ら会議規則第74条の規定により、お手元に配

付した申出書のとおり、閉会中の継続調査の

申出がありました。 

お諮りします。 

各委員長から申出のとおり、閉会中の継続

調査とすることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。 

したがって、各委員長から申出のとおり、

閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

ここでしばらく休憩します。 

休憩 午前11時20分 

再開 午前11時56分 

○議長（児玉眞澄君） 休憩前に引き続き会

議を開きます。 

議事を続けます。 

お諮りします。 

ただいま村長から、議案第12号、財産の取

得についての件及び議案第13号、令和６年度

占冠村一般会計補正予算第７号の件が提出さ

れました。 

これを日程に追加し、それぞれ追加日程第

１及び追加日程第２として議題にしたいと思

います。 
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これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第12号財産の取得につい

ての件を追加日程第１、議案第13号、令和６

年度占冠村一般会計補正予算第７号を追加日

程第２として日程に追加し、議題とすること

に決定しました。 

ここで暫時休憩します。 

休憩 午前11時57分 

再開 午前11時58分 

○議長（児玉眞澄君） 休憩前に引き続き会

議を開きます。 

議事を続けます。 

間もなく、昼休憩の時間に入りますが、本

日は議事の都合により、このまま引き続き議

事を進行します。 

 

◎追加日程第１・議案第12号 

○議長（児玉眞澄君） 追加日程第１、議案

第12号、財産の取得についての件を議題とし

ます。 

提案理由の説明を求めます。住民課長、伊

藤俊幸君。 

○住民課長（伊藤俊幸君） 議案第12号、財

産の取得について。 

次のとおり、財産を取得することについて、

地方自治法第96条第１項第８号及び議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得または処分

に関する条例第３条の規定により議会の議決

を求めるものでございます。 

１、取得の目的、歯科診療所機器の整備。 

２、取得する財産歯科用エックス線ＣＴ装

置一式。 

取得の方法、随意契約。 

取得価格、1,283万5,790円、税込み。 

取得先、札幌市白石区菊水上町二条４丁目

36番77、北海道歯科産業株式会社、代表取締

役、山田哲也。 

以上、御提案申し上げますので、よろしく

御審議くださいますようお願いいたします。 

○議長（児玉眞澄君） これで提案理由の説

明を終わります。 

これより質疑を行います。質疑はありませ

んか。２番、木村議員。 

○２番（木村一俊君） 今回立派な機械が入

るわけですけども、受診者である住民にどの

ような効果を及ぼすと考えているのか伺いた

いと思います。 

○議長（児玉眞澄君） 住民課長。 

○住民課長（伊藤俊幸君） この機械の導入

に対する効果でありますけども、今のレント

ゲンにつきましてはアナログ式でありまして、

耐用年数も十分経過している状況で壊れた場

合の修理等がなかなかできない状況の中で、

今のレントゲン機器を使用しているところで

あります。 

今後、この機器を導入することによりまし

て、持続可能な地域医療の提供を整え、より

質の高い地域医療の提供に努めていくことで、

住民の皆様の福祉の向上に努めてまいりたい

と考えております。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 他に質疑ありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。木村議員。 

○２番（木村一俊君） 今回の機器の導入に

反対の立場から討論いたします。 

平成５年度決算認定、この間終了しまして、

各会計の状況も明らかになってきました。 

歯科の特別会計においては、受診患者数の
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激減に伴い現在の１日当たりの患者さんは

3.9人ということで、診療報酬が約年間７、

８百万。結局1,200万の一般会計からの繰入

れでやりくりしているという運営状況であり

ます。 

今回の機器の導入による効果が受診者であ

る住民に及ぼす利点、それが本当にさっき課

長が言われたように優れたものなのかどうか

不明で、今回のように1,300万という、年間

一般会計の繰越金以上の高価な設備投資が住

民から税金の無駄遣いだとそしられるという

ことは明らかであります。 

よって、今回の導入に反対いたします。以

上です。 

○議長（児玉眞澄君） 次に、本案に対する

賛成討論の発言を許します。 

賛成討論ありませんか。藤岡議員。 

○５番（藤本幸次君） 私は賛成ということ

ですが、基本的に諸手を挙げてということで

はないけれど、30年という機器の経過を見る

と壊れた時にどうするんだっていう話になっ

て、部品がないとかいろいろなことがありま

す。 

平気でメーカーは部品ありません、物が無

いんだからメンテナンスできませんって話に

なってしまうので、やはり30年というところ

を見ると、購入はするべきだろうと私は思っ

ています。 

ただ、金額はもっと抑えればもっといいと

いうのが内心はあるんだけども、やはりここ

では導入すべきと私は考えます。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 他に討論ありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。 

これをもって討論を終わります。 

これから、議案第12号、財産の取得につい

ての件を採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は起立願います。 

（起立多数） 

○議長（児玉眞澄君） 起立多数です。 

したがって、議案第12号は原案のとおり可

決されました。 

 

◎追加日程第２・議案第13号 

○議長（児玉眞澄君） 追加日程第２、議案

第13号、令和６年度占冠村一般会計補正予算

第７号の件を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。総務課長、三

浦康幸君。 

○総務課長（三浦康幸君） それでは、議案

書87ページをお願いいたします。 

議案第13号、令和６年度占冠村一般会計補

正予算第７号につきまして御説明申し上げま

す。 

本補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入

歳出それぞれ1,120万円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ30億2,620万

円としようとするものでございます。 

歳入歳出の補正の款項の区分及び当該区分

ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は第１表、歳入歳出予算補正によります。 

以下、第１表、歳入歳出予算補正により御

説明申し上げます。 

88ページをお開きください。 

歳入から御説明申し上げます。 

14款、国庫支出金、２項、国庫補助金、

767万8,000円の増額。 

18款、１項、繰入金、352万2,000円の増額。

歳入合計1,120万円の増額でございます。 

議案書89ページをお願いいたします。 

歳出につきまして御説明申し上げます。 
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３款、民生費、１項、社会福祉費は747万

8,000円の増額。２項、児童福祉費、20万円

の増額。 

６款、農林業費、２項、林業費は352万

2,000円の増額。 

歳出合計1,120万円の増額でございます。 

以上、御提案申し上げますので、御審議の

ほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（児玉眞澄君） これで提案理由の説

明を終わります。 

これより質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。 

これをもって討論を終わります。 

これから、議案第13号、令和６年度占冠村

一般会計補正予算第７号の件を採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は起立願います。 

（起立多数） 

○議長（児玉眞澄君） 起立多数です。 

したがって、議案第13号は原案のとおり可

決されました。 

 

◎閉会の議決 

○議長（児玉眞澄君） お諮りします。 

以上で本定例会に附議された案件はすべて

終了しました。 

したがって、会議規則第７条規定により本

日で閉会したいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。 

したがって、本定例会は本日で閉会するこ

とに決定しました。 

 

◎閉会宣言 

○議長（児玉眞澄君） これで本日の会議を

閉じます。 

令和６年第５回占冠村議会定例会を閉会し

ます。 

            閉会 午後０時10分 
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